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南

朝

の

清

官

と

濁

官

越

重

明

智

は

し

が

き

南
朝
に
あ
っ
て
は
官
に
清
、
濁
の
別
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

ζ

う
し
た
官
の
浩
、

つ
ま
り
清
官
と
濁
官
と
が
あ
っ
た
。

濁
陀
つ
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
別
が
当
時
の
官
僚
の
身
分
と
ど
う
関
連
し
て
い
る
か
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
お
そ
く
と
も
西
晋
の
末
ご
ろ

以
後
、
企
圃
の
人
々
は
制
度
上
上
下
四
つ
の
階
層
K
分
け
ら
れ
て
い
た
。

〈
い
ま
そ
れ
ぞ
れ
の
称
呼
の
一
つ
を
と
っ
て
い
う
と
、
）
第
一
位
は

甲
族
で
あ
り
、
第
二
位
は
次
円
で
あ
り
、
第
三
位
は
後
円
で
あ
り
、
第
四
位
は
三
五
円
で
あ
る
。

（
以
下
、
右
の
よ
う
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
族

ま
た
甲
族
、
次
門

後
円
、
三
五
円
と
い
う
際
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
そ
れ
を
制
度
的
な
も
の
に
限
る
と
と

門
制
と
い
う
こ
と
と
す
る
。

｛

l】

と
す
る
。
）
結
論
を
さ
き
に
い
え
ば
、
右
の
清
官
は
専
ら
甲
族
が
そ
れ
と
し
て
就
く
べ
き
官
で
あ
り
、
衛
官
は
次
円
必
下
が
そ
れ
と
し
て
就
ぺ

き
官
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
、
梁
の
武
帝
は
天
監
七
年
（
西
紀
五
O
八
年
）
に
官
制
改
革
を
断
行
し
て
い
る
ハ
以
下
、
そ
れ
を
「
改
革
L

と
い
う
〉
。
そ

れ
円
以
前
宮
僚
た
る
べ
き
階
層
は
甲
族
、
次
円
、
後
円
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
官
僚
た
る
べ
き
階
層
は
甲
族
と
次
門
と
で
あ
っ
た
。
従
つ
で
濁
官
は

「
改
革
」
以
前
に
あ
っ
て
は
次
円
、
後
門
が
そ
れ
と
し
て
就
く
べ
き
官
で
あ
り
、

「
改
革
」
以
後
に
あ
っ
て
は
次
門
が
そ
れ
と
し
て
就
く
べ
き

南
朝
の
清
宮
と
溺
官
（
越
智
U

一五



南
朝
の
消
官
と
部
官
（
越
智
）

ーノ、

官
で
あ
る
と
い
う
ζ

と
に
な
る
。

官
の
清
、
濁
と
族
内
制
と
の
関
係
を
明
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
当
時
の
史
料
を
読
む
際
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
南

史
巻
七
十
七
沈
客
卿
伝
に
、

以
旧
制
、
軍
人
土
人
二
品
清
宮
、
並
無
関
市
之
税
。

と
あ
る
。
乙
れ
は

「
改
革
」
以
後
、
文
官
の
官
斑
制
と
し
て
の
流
内
十
八
斑
制
の
な
か
の
清
な
る
官
に
就
い
て
い
る
も
の
と
、
武
官
の
官
斑

制
と
し
て
の
流
内
二
十
四
斑
制
の
な
か
の
消
な
る
官
に
就
い
て
い
る
も
の
と
に
関
市
の
税
を
免
除
し
た
ζ

と
を
示
し
て
い
る
。
南
朝
史
上
官
僚

層
が
政
治
権
力
を
利
用
し
つ
つ
盛
ん
に
商
業
を
営
ん
で
い
た
ζ

と
は
無
視
で
き
ぬ
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
右
は
「
改
革
」
以
後
甲
族
同
の

商
業
活
動
が
政
治
権
力
に
よ
っ
て
公
然
と
庇
護
さ
れ
て
い
た
の
を
察
せ
し
め
る
陀
足
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
旧
来
甲
族
層
と
次
門
層
と
の
同
に
明

「
改
革
L

以
後
に
あ
つ
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
（
南
朝
に
あ
っ
て
は
、
両
者
は
仲
間

確
な
一
線
が
引
か
れ
て
い
た
が
、

意
識
を
も
っ
て
結
ぼ
れ
る
土
人
層
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
対
外
的
に
は
一
致
し
て
庶
民
層
と
対
峠
し
て
い
た
が
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
の

は
そ
う
し
た
対
峠
に
関
し
た
も
の
で
は
な
く
、
士
入
居
内
部
の
上
、
下
の
差
別
と
官
の
清
、
濁
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
）

本
稿
は
南
朝
史
研
究
の
一
つ
の
基
礎
を
な
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
清
宮
に
専
ち
甲
挨
層
が
就
く
べ
き
で
あ
り
、
濁
官
に
専
ち
次
門
層
（
以
下
〉

が
就
く
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
間
に
清
流
、
清
貫
、
清
級
、
清
階
、
清
華
、
清
顕
、
清
塗
な
ど
に
お
け
る
清
の
語
が

そ
れ
ぞ
れ
巾
族
属
と
関
連
の
あ
る
こ
と
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

清

流

本
節
は
南
朝
に
お
い
て
清
流
の
語
が
本
来
の
甲
燥
層
を
指
す
と
と
を
論
ず
る
。
な
お
、
乙
乙
で
本
来
の
甲
族
と
い
う
の
は
、
制
度
的
な
面
に



お
い
て
甲
族
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
旧
来
の
甲
族
層
集
団
K
属
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
集
団
の
人
々
か
ら
仲
間
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も

の
の
乙
と
で
あ
る
。

通
血
（
巻
三
十
誠
官
十
二
太
子
家
令
に
、
太
子
家
令
に
つ
い
て
、

（
亜
日
〉
太
康
八
年
、
進
口
問
、
与
中
庶
子
二
率
向
。
日
漢
至
晋
、
家
令
布
市
牛
吏
下
。
宋
則
居
上
。
：
：
：
芥
因
之
。
白
宋
斉
以
来
、
清
流
者
不

為
之
。
一
尚
一
耕
一
て
一
家
天
監
六
年
、
主
巾
円
以
三
脚
陵
窪
、
乃
詔
誌
で
家
令
視
（
通
直
）
常
侍
、
（
率
更
僕
視
〉
黄
門
。
陳
因
之
。

ハ
）
内
は
陪
書
巻
二
十
六
百
官
志
上
の
記
事
に
よ
り
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
乙
乙
で
梁
書
巻
十
三
沈
約
伝
を
見
る
と
、
沈
約
は
宋

と
あ
る
。

の
中
期
以
後
名
刺
品
に
起
家
し
て
い
る
。
ま
た
、
梁
書
巻
二
十
六
泊
帥
伝
を
見
る
と
、
活
帥
が
斉
の
奉
朝
訪
に
起
家
レ
、
の
ち
太
子
家
令
と
な

っ
て
い
る
。
心
挙
制
請
起
家
は
上
層
の
次
門
起
家
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
起
家
を
し
た
人
々
が
本
来
の
甲
族
脳
か
ら
そ
の
仲
間
と
し
て
認
め

ら
れ
な
い
の
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
ま
た
、
既
日
書
巻
九
十
一
沼
弘
之
伝
に
、
東
昔
時
代
太
学
博
士
活
弘
之
を
出
し
て
県
令
と
し
た
と
き
の
こ
と

と
し
て
、合

同
格
）
乃
山
弘
之
為
余
杭
令
。
将
行
、
与
会
稽
王
道
子
能
日
、
下
旬
川
町
徴
集
士
。
謬
得
開
花
畑
札
一
担
。
山
一
六
慨
辱
県
清
流
、
惟
廃
昭
世
。

7.三
『一

一。

と
あ
る
o
m
日
時
代
太
学
博
士
は
微
人
が
任
ぜ
ら
れ
る
乙
と
が
多
か
っ
た
が
、
と
き
と
し
て
「
名
族
」
の
任
命
も
あ
っ
た
。
山
設
し
右
は

〈
文
字
通

り
に
解
し
た
際
）
大
学
同
土
を
清
流
の
就
く
べ
き
官
と
し
、

本
土
た
る
自
分
が
そ
れ
に
就
く
の
を
清
流
を
は
づ
か
し
め
る
も
の
と
し
て
い
る
と

さ
れ
よ
う
。

つ
ま
り
、
そ
乙
で
は
消
前
は
恕
士
よ
り
上
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
怒
士
と
い
う
身
分
は
そ
の
起
家
の
（
口
に
よ
り
決

定
さ
れ
る
が

一
日
米
、
士
と
し
て
起
家
し
た
も
の
は
の
ち
た
と
え
叩
族
の
就
く
べ
き
官
に
就
い
て
も
生
涯
寒
士
で
あ
る
。
寒
士
が
本
来
の
甲
族

（

4
）
 

か
ら
そ
の
仲
間
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
乙
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
清
流
は
本
来
甲
族
た
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

南
朝
の
治
官
と
濁
富
（
越
智
〉

七



南
朝
の
消
宮
と
濁
官
（
越
智
〉

/¥ 

さ
て
、
右
の
通
典
の
記
事
に
従
う
と
、
天
監
六
年
の
改
変
以
後
太
子
家
令
が
本
来
甲
族
た
る
も
の
の
就
く
べ
き
官
と
な
っ
た
と
す
べ
き
で
あ

る
。
乙
ζ

で
梁
書
巻
三
十
五
帯
子
顕
伝
を
見
る
と
、
甲
族
背
子
顕
の
子
序
が
太
消
中
太
子
家
令
に
就
き
、
序
の
弟
憧
（
甲
族
と
し
て
秘
書
郎
起

家
）
が
大
同
コ
一
年
以
後
太
子
家
令
に
就
い
た
と
あ
る
。

こ
う
し
た
就
官
は
右
の
改
変
以
後
甲
族
が
太
子
家
令
に
就
官
し
た
例
と
な
る
。
ま
た
、

梁
書
巻
二
十
一
江
補
伝
を
見
る
と
、

変
以
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
梁
書
巻
三
十
三
王
鯖
伝
を
見
る
と
、

と
の
太
子
家
令
は
必
ら
ず
や
右
の
改

秘
書
郎
に
起
家
し
た
甲
族
江
南
が
梁
の
太
子
家
令
に
就
い
て
い
る
。

王
箔
が
右
の
改
変
以
後
太
子
家
令
に
就
い
て
い
る
。
王
筒
は
甲
放
で
あ

っ
た
と
考
え
て
差
支
え
な
い
。
ま
た
、
梁
書
巻
三
十
七
謝
挙
伝
を
見
る
と
、
秘
書
郎
に
起
家
し
た
甲
族
謝
挙
が
太
子
山
本
令
に
就
い
て
い
る
。

乙
の

就
官
も
亦
必
ら
ず
や
右
の
改
変
以
後
の
乙
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
梁
書
巻
四
十
一
劉
捕
伝
を
見
る
と
、
劉
捕
が
太
子
家
令
に
就
い
て
い
る
。
劉
耐

は
甲
族
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
詰
例
は
本
来
の
甲
族
の
太
子
家
令
就
官
を
示
す
も
の
と
し
て
殆
ん
ど
差
支
え
な
か
ろ
う
。

た
だ
し
、
染
者
巻
一
二
十
徐
捕
伝
を
見
る
と
、
上
層
の
次
門
と
し
て
太
学
博
士
に
起
家
し
た
徐
摘
が
「
改
革
」
以
後
太
子
家
令
に
就
い
て
い
る
。

ま
た
、
梁
占
巻
二
十
七
到
治
伝
を
見
る
と
、
ト
一
層
の
次
門
出
身
と
考
え
ら
れ
る
到
治
が
「
改
革
」
以
後
太
子
家
令
に
就
い
て
い
る
。
梁
の
武
帝

は
「
改
革
」
に
あ
た
り
旧
来
の
政
治
社
会
身
分
と
官
（
職
）
と
の
対
応
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
右
指
有
為
の
上
層
の
次
門
を
抜

擢
し
て
制
度
上
甲
族
と
す
る
と
い
う
方
針
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。

こ
れ
は
本
来
の
甲
族
層
が
彼
ら
を
そ
の
仲
間
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
通
じ
て

甲
族
層
そ
の
も
の
が
体
質
を
改
善
し
若
返
る
ζ

と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
右
は
そ
の
一
環
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（

6】

方
針
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
た
。

こ
う
し
た

清

貫

、

清

紐

本
節
は
、
清
買
が
甲
族
層
の
就
く
べ
き
官
位
、
清
級
が
甲
族
層
の
ハ
資
歴
K
応
じ
た
〉
宮
の
等
級
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
の
を
論
ず
る
。



梁
書
巻
四
十
九
鐘
牒
伝
に
、

天
監
初
、
制
度
鋭
革
、
而
日
不
服
給
。
蝶
乃
言
目
、
永
元
肇
乱
、
坐
弄
天
爵
。
勲
非
即
戎
。
｛
日
以
賄
就
。
揮
一
金
而
取
九
列
、
寄
片
札
以

招
六
校
。
騎
都
選
市
、
郎
将
填
街
。
服
販
鯉
組
、
尚
為
賦
獲
之
事
。
職
唯
茸
散
、
猶
個
別
疋
司
徒
之
役
。
名
実
治
索
、
悲
意
実
甚
。
臣
愚
謂
、

一
宜
削
除
、
以
懲
傍
競
。
若
吏
姓
寒
人
、
聴
極
其
門
口
問
。
不
当
因
軍
遂
燈
清
級
。
若
僑

軍
官
是
素
族
。
士
人
自
有
清
貫
。
而
因
斯
受
爵
。

雑
倫
楚
、
応
在
綾
附
。
正
宜
厳
断
禄
力
、
絶
其
妨
正
、
直
乞
虚
号
而
巴
。
謹
喝
愚
忠
、
不
悩
衆
口
。
救
付
尚
書
、
行
之
。

〉
」
み
の
ヲ
G

。

乙
の
上
言
は
「
改
革
」
以
前
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
ζ

に
あ
っ
て
は
、
素
族
と
士
人
と
吏
姓
寒
人
と
は
別
の
’
も
の
で
あ
り
、

か
っ
一
ニ
者
と
も
に
官
僚
た
り
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
別
は
甲
族
、
次
円
、
後
門
の
別
と
相
応
ず
ろ
に
相
違
な
い
。

こ
の
際
土
人
が
甲
族
を
指

す
の
は
疑
う
べ
く
も
な
い

つ
ぎ
に
素
族
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
南
朝
で
「
素
・
：
」
と
い
う
語
は
往
々
次
門
を
指
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
梁
答

巻
十
四
江
掩
伝
に

「
掩
乃
謂
子
弟
目
、
吾
本
素
官
、
不
求
富
貴
。
今
之
恭
絹
、
遂
至
於
此
。
云
云
。
」

と
あ
る
が
、

乙
の
素
官
は
江
流
が
次

世
素
士
。
」
と
あ
る
。

陳
書
巻
二
十
七
挑
祭
伝
に
、
挑
察
の
遺
命
を
の
せ
て
い
る
が
、

乙
の
素
士
は
次
門
た
る
と
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

「
吾
家

そ
の
な
か
に
、

内
と
し
て
起
家
し
た
ζ

と
を
持
し
て
い
る

ま
た

（
通
常
）
寒
人
と
称
さ
れ
る
官
僚
層
は
後
門
隠
を

指
し
て
い
る
。
来
書
巻
六
十
二
羊
欣
伝
に
、

会
稽
王
世
子
一
バ
顕
侍
使
欣
書
。
常
辞
不
奉
命
。
元
顕
怒
、
乃
以
為
其
後
箪
府
会
人
。
此
職
本
用
寒
人
。
欣
意
税
情
然
、
不
以
高
卑
見
色
。

論
者
称
君

と
あ
る
。
乙
の
際
の
寒
人
は
後
門
内
出
身
者
の
意
味
で
あ
る
。

右
の
士
人
、

素
族
、

史
姓
火
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
申

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

族
、
次
門
、
後
川
を
指
す
べ
き
は
殆
ん
ど
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。

な
お
、
当
時
次
門
隔
が
盛
ん
に
軍
勲
を
た
て
て
官
を
え
た
乙
と
は
、
南
芥
吾
、
梁
蓄
を
瞥
見
し
た
だ
け
で
も
容
易
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
梁
挫
闘
の
と
き
前
ー
街
（
の
ち
の
梁
の
武
帝
）
陀
従
っ
て
武
功
を
た
て
、
そ
れ
ぞ
れ
し
か
る
べ
き
官
を
え
た
上
層
の
次
門
陪
出
身
の
主
茂
、
曹

南
朝
の
治
官
と
溺
官
（
越
智
〉

九



南
朝
の
泊
官
と
濁
官
（
越
智
〉

。

円

9
）

景
宗
、
張
弘
策
、
立
・
叡
、
康
絢
ら
は
そ
の
例
と
す
る
と
と
が
で
き
よ
う
。
一
方
、
甲
族
隠
と
く
陀
そ
の
上
層
も
の
は
家
格
に
よ
っ
て
自
動
的
に

公
卿
に
至
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
南
芥
書
巻
二
十
三
に
ー
、

山
人
目
日
、
：
貴
仕
索
資
、
皆
由
門
度
。
平
流
進
取
、
坐
至
公
卿
。
云
云
。

と
あ
る
の
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

（
乙
の
素
は
、
さ
き
の
素
族
の
索
と
は
違
う
。

つ
ま
り
、
政
治
社
会
身
分
を
示
す
索
に
は
二
つ
の
忠
味

が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
ず
る
。
）
ち
な
み
に
、
前
芥
詩
巻
三
十
二
銭
岱
伝
に
、
同
社
制
張
氏
に
関
し
、

（
抗
岱
）
兄
子
瑠
弟
恕
、
諒
呉
郡
太
守
劉
超
。
太
姐
欲
以
恕
為
晋
陵
部
。
岱
目
、
恕
未
悶
従
政
。
史
的
不
立
総
裁
。
太
祖
目
、
恕
為
人
、

我
所
悉
。
日
文
興
穣
同
動
…
。
日
応
行
賞
。
岱
目
、
右
以
家
貧
賜
禄
、
比
所
不
論
。
活
功
抗
帯
、
田
川
之
恥
。

と
あ
る
。
抗
岱
、
張
怨
は
い
わ
ゆ
る
兵
部
張
氏
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
が
、
帳
倍
は
州
従
事
に
起
家
し
、
の
ら
尚
替
水
部
郎
に
就
い
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
見
て
肢
は
次
門
出
身
と
す
べ
き
で
あ
る
。
張
恕
の
起
家
は
不
明
で
あ
る
。
も
し
彼
が
次
門
で
ゐ
っ
た
と
す
れ
ば
、
’
十
れ
は
摂
岱
が
単
に

臨
ん
で
そ
の
家
門
誇
示
の
意
を
現
わ
し
、

そ
の
家
内
に
属
す
る
人
々
を
甲
族
と
同
じ
も
の
と
し
た
た
め
、

武
勲
に
よ
る
彼
の
除
官
を
拒
ん
だ

の
を
物
語
っ
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
も
し
彼
が
甲
族
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
張
砲
の
言
の
な
か
に
は
、
そ
れ
に
乙
と
よ
せ
て
家
内
（
全
体
〉
な

り
向
己
を
頂
点
と
す
る
家
の
格
式
な
り
を
高
い
も
の
と
誇
ろ
う
と
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
何
れ
に
し
て
も
張
訟
の
武
勲
に

（胞）

よ
る
除
山
口
を
山
叫
ん
だ
言
葉
は
、
さ
き
の
見
解
を
裏
面
か
ら
さ
さ
え
る
も
の
と
な
ろ
う
。

以
上
の
考
悠
結
果
と
前
節
で
検
討
し
た
請
の
用
法
と
を
あ
わ
せ
考
え
た
際
、

「
臣
愚
謂
」
と
「
不
当
因
軍
遂
稲
荷
級
」
と
の
聞
は
、
軍
事
の

功
ハ
箪
制
問
）

に
よ
っ
て
官
を
え
る
の
は
索
族
た
る
次
門
の
す
る
ζ

と
で
あ
る
。
清
買
の
土
人
た
る
甲
族
は
家
格
に
よ
っ
て
官
を
受
け
る
べ
く
、

軍
勲
に
よ
っ
て
官
を
受
け
る
べ
き
で
な
い
。
吏
姓
寒
人
た
る
後
門
は
ハ
職
務
に
務
め
る
功
に
よ
っ
て
）
そ
の
極
官
た
る
（
第
七
品
官
中
の
）
二

口
問
勲
位
に
ま
で
就
く
べ
き
で
あ
る
が
、
白
山
十
勲
に
よ
っ
て
二
口
m
勲
位
を
こ
え
た
｛
巴
を
え
、

つ
い
に
士
人
の
就
く
べ
き
浩
級
に
至
る
と
い
っ
た
ζ

と

を
す
る
べ
き
で
な
い
。
と
い
っ
た
内
容
と
な
ろ
う
。
な
お
、
そ
ζ

に
見
え
る
清
買
の
貰
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
位
と
い
っ
た
意
味
と
戸
籍
と
い



っ
た
意
味
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
清
貰
に
つ
い
て
、
南
斉
書
巻
五
十
一
張
欣
泰
伝
に
、

（
前
略
〉
世
祖
大
怒
、
遺
出
外
。
数
日
意
梢
理
。
召
還
、
謂
之
目
、
卿
不
楽
為
武
職
駆
使
。
当
処
卿
以
清
賞
。
除
疋
員
郎
。

と
あ
る
の
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
そ
の
買
は
位
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
清
貫
は
清
な
る
官
位
と
い
っ
た
意
味
と
な
ろ
う
。

か
く
て
、
消
賀
は
甲
族
同
の
就
く
べ
き
行
位
、
清
級
は
甲
族
層
の
就
く
べ
き
官
の
等
級
と
い
っ
た
も
の
と
な
ろ
う
。

な
お
、
岡
山
弁
当
治
三
十
三
主
僧
虞
伝
に
、

僧
虚
宋
州
山
首
打
者
。
誠
子
日
、
・
：
合
中
亦
白
少
れ
令
持
、
弱
冠
魁
旭
川
級
。
云
云
。

ム
」
み
の
ヲ
心
。

こ
乙
に
凡
え
る
「
越
組
消
級
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
梁
市
一
M

巻
二
十
一
江
梢
伝
に
、

（
前
略
）
高
机
調
（
徐
）
勉
目
、
江
市
白
．
限
、
応
川
巡
部
。

と
あ
る
が
、

名
官
僚
は
そ
れ
ぞ
れ
資
肢
を
も
っ
。

甲
放
が
消
級
の
途
を
進
む
に
し
て
も
、

そ
こ
に
は
自
ら
資
腔
に
応
じ
た
一
定
の
順
序
が
あ

る

「
越
沼
消
級
」
は
乙
の
順
序
を
超
え
た
昇
進
を
す
る
こ
と
を
折
し
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

官

の

清

、

濁

本
節
は
官
の
泊
、
濁
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
は
川
な
る
も
の
（

1
消
日
〉
が
甲
族
同
胞
の
枕
く
べ
き
官
で
あ
り
、
そ
の
濁
な
る
も
の
（
J
H
前
官
）
が

次
門
届
（
以
下
）
の
就
く
べ
き
官
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
る

ま
ず
官
の
消
な
る
も
の
（
1
消
口
）
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
梁
書
巻
四
十
九
民
於
陵
伝
に
、
間
於
陵
に
つ
い
て
、

作
太
子
洗
山
内
。

（
中
脅
迫
事
）
舎
人
如
放
。
旧
事
、
東
宮
由
民
、
通
為
消
選
。
洗
馬
山
下
文
険
。
尤
北
（
泊
者
。
近
世
用
人
、
持
取
中
旅
行
才

望
。
時
於
陵
興
周
除
、
蛇
揮
克
服
。
高
机
日
、
官
以
人
而
消
。
虫
限
以
甲
族
。
時
論
以
為
美
。

南
朝
の
消
官
と
濁
官
（
越
智
）



南
朝
の
清
宮
と
濁
官
（
越
智
）

と
あ
る
。

乙
の
際
の
甲
族
は
制
度
的
に
も
そ
の
仲
間
意
識
の
面
か
ら
も
甲
族
で
あ
る
も
の
を
指
し
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
周
捨
は
芥
の

太
学
博
士
K
起
家
し
て
い
る
が
、
太
学
博
士
は
上
層
の
次
門
起
家
の
官
で
あ
る
。
ま
た
庚
於
陵
は
そ
の
兄
的
要
と
同
じ
く
刑
州
主
簿
に
起
家
し

て
い
る
が
、
州
主
簿
は
（
通
常
）
上
層
の
次
門
起
家
の
官
と
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
と
於
陵
の
弟
一
肩
吾
が
上
層
の
次
門
と
し
て
晋
安
王

国
常
侍
に
起
家
し
て
い
る
こ
と
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
於
陵
の
刑
州
主
簿
起
家
は
上
層
の
次
門
起
家
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
記
事
は
、
本
来
官
に
つ
い
て
清
と
い
う
際
、
そ
れ
が
甲
族
の
就
く
べ
き
官
で
あ
っ
た
の
を
察
せ
し
め
る
に
足
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
梁

の
武
帝
が
本
来
甲
族
で
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
甲
族
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
れ
ば
、
清
官
に
就
く
可
能
性
な
り
「
資
格
」
な
り
を
も
っ

と
理
解
し
て
い
た
の
を
物
語
っ
て
い
る
。
右
の
任
命
が
「
改
革
」
以
前
か
そ
れ
と
も
以
後
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
右
も
亦
第

一
節
で
清
流
の
語
を
検
討
し
た
際
ふ
れ
た
武
帝
の
方
針
の
一
環
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
晋
書
巻
六
十
五
王
皆
伝
に
、
王
導
の
子
替
に
つ
い
て
、

少
歴
清
官
。
除
吏
部
郎
侍
中
建
威
将
軍
呉
圏
内
史
。

と
あ
る
。
王
杏
が
甲
族
で
あ
っ
た
の
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
蓋
し
「
少
歴
清
官
。
」
と
あ
る
の
は
、
年
少
の
こ
ろ
か
ら
甲
族
層
の
就
く
べ
き
清

官
を
へ
た
。
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
晋
書
巻
六
十
七
温
幡
伝
に
、
温
幡
の
子
放
之
に
つ
い
て

少
歴
清
官
。

と
あ
る
が
、

乙
れ
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
梁
書
巻
二
十
劉
季
連
伝
に
、
劉
季
速
に
つ
い
て

父
思
考
、
以
宋
高
祖
族
弟
、
顕
於
宋
世
。
位
至
金
紫
光
禄
大
夫
。
季
連
有
名
誉
。
早
歴
清
官
。

と
あ
る
が
、
こ
の
清
宮
も
蓋
し
右
と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
南
芥
書
巻
三
十
八
粛
景
先
伝
に
、
粛
毅
に
つ
い
て
、

以
勲
戚
子
、
少
歴
清
官
太
子
会
人
洗
馬
惰
王
友
永
嘉
太
守
大
司
馬
諮
議
参
軍
南
康
太
守
中
章
一
回
郎
。

と
あ
る
。
太
子
洗
馬
が
清
官
で
あ
る
の
は
さ
き
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
太
子
舎
人
、
中
書
一
郎
も
そ
う
考
え
て
差
支
え
な
い
。
王
友
も
同
様
と
考



え
ら
れ
る
。
荒
し
、
太
子
舎
人
以
下
中
書
郎
ま
で
は
、
甲
族
層
の
就
く
べ
き
も
の
と
し
て
の
清
宮
に
か
か
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ハ
宋
書
巻
四
十

二
王
弘
伝
に
、
甲
族
王
錫
に
つ
い
て
、
「
少
以
宰
相
子
、
起
家
員
外
散
騎
。
歴
清
職
中
書
郎
太
子
左
衛
率
江
夏
内
史
。
高
白
枕
遇
。
」
と
あ
る
。

ζ

の
際
の
中
毒
郎
以
下
は
清
駿

1
清
官
た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
〉
ま
た
、
北
堂
書
紗
巻
五
十
六
設
宮
部
八
章
子
郎
四
十
六
に
、

晋
要
事
云
、
戚
康
七
年
、
尚
書
僕
射
諸
葛
依
奏
、
恭
皐
后
今
当
山
陵
。
依
旧
公
卿
六
品
清
宮
子
弟
為
挽
郎
。
非
古
也
。
帝
宋
曳
国
士
、
為

之
役
夫
。
其
悉
罷
之
。

と
あ
る
。

こ
の
「
公
卿
六
品
清
官
」
は
上
は
公
卿
よ
り
下
は
六
品
に
至
る
ま
で
の
ハ
甲
族
層
の
就
く
べ
き
も
の
と
し
て
の
〉
清
官
と
い
っ
た
意

味
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
宋
書
巻
十
四
礼
志
一
に
「
内
外
清
官
子
控
」
の
語
が
見
え
る
が
、

ζ

の
清
官
も
甲
族
屑
の
就
〈
べ
き
も
の

と
し
て
の
清
官
を
指
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
南
史
巻
三
十
八
柳
世
降
伝
に
、
柳
悦
に
つ
い
て
、

「
少
有
泊
致
、
位
中
書
郎
。
早
卒
。
」

と
あ
る
。

ζ

の
際
の
清
も
、
右
に
述
べ
た
清
宮
の
清
と
幕
一
底
に
お
い
て
相
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
深
書
巻
三
十
三
張
率
伝
に
、
張
率
に
関
し

其
年
、
選
掛
書
永
一
。
引
見
玉
衡
殿
。
一
両
祖
目
、
秘
書
ポ
天
下
清
官
。
東
南
宵
望
、
未
有
為
之
者
。
今
以
相
処
。
足
為
卿
詩
。
其
思
遇
如
此
。

と
あ
る
。
梁
書
巻
三
十
三
劉
孝
綿
伝
に
、
劉
孝
鮮
に
つ
い
て
、

還
除
秘
書
丞
。
高
祖
謂
舎
人
周
捨
日
、
第
一
官
、
当
用
第
一
人
。
故
以
孝
縛
居
此
職
。

と
あ
る
の
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、

「
天
下
清
官
」
と
あ
る
の
は
清
官
中
の
清
官
す
な
わ
ち
第
一
流
の
清
官
と
い
う
と
と
に
な
ろ
う
の
な
お
、
張

率
、
劉
孝
梓
と
も

κ著
作
佐
郎
に
起
家
し
て
い
る
が
、
乙
れ
は
彼
ら
が
本
来
甲
族
で
あ
っ
た
の
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
宋
の
孝
武
帝
の
女
が
江

教
に
尚
す
る
に
あ
た
り
が
山
が
人
九
守
し
て
教
の
た
め
に
婚
を
説
る
表
を
作
ら
し
め
た
が
、
宋
4
4

百
巻
四
十
一
孝
武
文
穆
王
皇
店
伝
に
そ
の
去
を
の
せ

て
い
る
。
そ
の
表
に
は
教
が
臼
ら
の
家
系
を
あ
る
い
は
寒
円
相
放
と
し
、
あ
る
い
は
王
姫
に
尚
す
る
に
足
る
「
名
家
」
と
す
る
と
い
う
よ
う
な

チ
グ
ハ
グ
な
こ
と
が
見
え
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
、

南
朝
の
清
官
と
濁
官
ハ
越
智
）



南
朝
の
清
宮
と
濁
官
（
越
智
）

四

｛
政
？
｝

臣
幸
属
型
別
、
持
照
由
道
。
弘
物
以
典
、
処
親
以
公
。
臣
之
部
懐
、
可
得
自
輩
。
如
臣
門
分
、
世
荷
殊
栄
。
足
守
前
基
、
便
預
提
排
。
清

官
顕
官
、
或
由
才
升
。

一
切
婚
成
、
戚
有
思
仮

-:ZS. 

-:ZS. 。

ム」みの
4
0
0

こ
の
「
清
宮
顕
官
、
或
由
才
升
。
」
と
あ
る
部
分
は
、
彼
が
清
官
に
就
く
べ
き
家
系
で
あ
る
と
と
、
す
な
わ
ち
甲
族
の
家
系
で
あ
る
ζ

と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
消
官
は
恐
ら
く
第
一
流
の
清
官
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
。

官
の
滑
な
る
も
の
（

i
清
官
）
が
申
放
の
就
く
べ
き
官
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
第
一
節
、
第
二
節
の
考
察
結
果
と
も
自
ら
れ
応
ず
る
と
さ

れ
よ
う
。

っ
さ
に
官
の
簡
な
る
も
の
（

i
制
官
）
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
間
書
巻
二
十
六
百
官
志
上
に
、

山
開
示
梨
、
地
問
循
其
制
官
。
而
又
置
相
出
、

位
列
↓
水
一
川
上
。
弁
丞
相
太
宰
太
侍
太
保
大
司
馬
大
将
軍

並
以
為
贈
官
。

定
令
、
尚
審
置
五

員
、
郎
二
十
一
員
。
抗
余
放
遵
梁
制
、
為
十
八
斑
。
而
官
有
市
街
。
自
十
二
班
以
上
、
並
詔
授
、
表
啓
不
称
性
。
従
十
一
斑
至
九
班
、
礼

数
復
一
等
。
又
流
外
有
七
班
。
比
是
寒
微
士
人
為
之
。
従
此
班
者
、
方
得
進
登
第
一
斑
。

と
あ
る
。

乙
こ
で
梁
制
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
も
ち
ろ
人
「
改
革
」
時
以
後
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
（
文
官
の
宮
班
制
と
し
て
の
）
流
内

十
八
班
に
抗
す
る
将
官
に
清
な
る
も
の
と
儲
な
る
も
の
と
が
あ
る
の
を
示
し
て
い
る
。

の
就
く
べ
き
官
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
い
ま
ま
で
の
考
察
結
果
と
あ
わ
せ
考
え
た
際
、
そ
の
清
な
る
も
の
は
甲
族
層
の
就
く
べ
き
円
、
濁
な
る

乙
の
諸
官
は
甲
族
屈
の
就
く
べ
き
官
と
上
層
の
次
円
層

も
の
は
次
門
別
の
就
く
べ
き
官
で
あ
っ
た
と
す
る
ζ

と
が
で
き
よ
う

た
だ
し
、
通
典
巻
十
四
送
挙
一
一
歴
代
制
中
に
、

隙
依
梁
制
。
：
官
有
消
濁
。
以
為
升
降
。
従
濁
得
消
、
則
勝
於
選
。
若
有
選
授
、
吏
部
先
為
白
牒
、
列
数
十
人
名
。
云
云
。

と
あ
り
、
通
典
巻
三
十
八
級
官
二
イ
陳
官
口
m
の
最
後
に

右
一
水
梁
制
。
：
其
余
並
道
梁
制
、
為
十
八
班
。
官
数
未
詳
。
大
抵
其
官
唯
論
清
濁
、

従
濁
得
官
、

微
清
、
則
勝
於
転
。
・
又
流
外
有
七



班
。
此
円
疋
集
微
士
人
為
之
。
従
班
此
者
、
方
得
進
登
第
一
班
。

と
あ
る

n

沼
山
県
の
こ
の
こ
記
事
に
従
う
と
、
流
内
十
八
班
制
に
あ
っ
て
は
す
べ
て
の
班
の
官
に
清
濁
が
あ
る
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
し
か
し
、

AUV 

か
つ
て
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
流
内
第
十
二
班
以
上
は
す
ぺ
て
叩
故
だ
け
の
就
く
べ
き
富
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
右
の
ニ

記
事
の
記
述
は
日
の
消
、
濁
に
つ
い
て
は
必
ら
ず
し
も
疋
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
元
来
、
通
典
に
示
さ
れ
て
い
る
「
改
革
」
以
後
の
班
制
ほ
関

す
る
照
仰
な
り
記
述
な
り
に
は
往
々
首
斤
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
通
典
巻
三
十
五
職
官
十
七
禄
秩
の
注
に
、

梁
民
帝
定
九
品
。
後
其
内
官
吏
為
イ
八
班
。
以
成
多
者
為
武

同
班
者
即
以
居
下
為
劣
。
則
興
口
問
第
高
下
、

不
倫
当
。
是
北
（
附
更
以
消

濁
為
去
五
。
本
史
既
略
、
不
可
詳
審
君
。

と
あ
る
。

（
こ
と
に
お
い
て
も
斑
と
清
、
濁
と
の
晴
迫
性
K
つ
い
て
さ
き
の
も
の
と
同
様
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
〉
乙
ζ

に
内
宵
吏
を
十

八
斑
と
し
た
と
あ
る
が
、
十
八
班
を
構
成
す
る
も
の
に
は
明
か
に
外
官
吏
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
で
右
の
説
明
は
必
ら
ず

し
も
正
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

ハ
こ
う
し
た
占
…
に
つ
い
て
は
、

「
改
革
」
以
後
の
地
方
官
制
を
論
ず
る
際
論
及
す
る
。
）

「
本
史
既
略
。
不
可

詳
審
意
。
」
と
あ
る
が
、
恐
ら
く
通
血
（
の
纂
者
杜
佑
は
前
引
の
陪
書
百
官
志
上
の
総
括
的
な
「
向
官
有
清
濁
」
と
い
う
記
述
を
推
し
て
流
内
第

十
八
班
以
下
す
べ
て
の
班
に
清
な
る
官
と
濁
な
る
官
と
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
上
層
の
次
門
間
が
そ
れ
と
し

て
就
く
べ
き
日
を
合
む
班
以
卜
（
具
体
的
に
は
抗
内
第
十
一
班
以
ド
。
た
だ
し
、
甲
族
の
就
く
べ
き
官
の
な
い
第
一
斑
を
除
く
。
〉
に
つ
い
て
の

み
い
え
る
乙
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
す
べ
て
に
及
ぼ
し
て
考
え
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
。

右
の
よ
う
な
様
態
で
あ
る
以
上
、

「
改
市
」
以
後
の
下
層
の
次
門
層
の
就
く
べ
き
官
、

「
改
革
」
以
前
の
全
次
門
問
、
会
後
川
間
の
就
く
べ

き
宮
も
亦
剖
な
る
も
の
（
1
蹴
官
）
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
了
察
す
る
に
か
た
く
な
い
。

と
こ
で
宋
書
巻
五
十
七
惑
興
宗
伝
を
見
る
と
、
察
興
宗
に
つ
い
て
、

俄
選
尚
引
一
一
引
吏
部
郎
。
時
尚
書
何
幅
疾
忠
。
上
謂
興
宗
目
、
卿
詳
練
清
濁
。
今
以
選
事
相
付
。
使
可
開
門
当
之
、
無
所
設
也
。

南
朝
の
清
白
と
濁
官
ハ
越
智
〉

一一五



南
朝
の
清
官
と
濁
宮
（
越
智
〉

一二ハ

と
あ
る
。
選
挙
に
あ
た
っ
て
各
官
、
各
人
に
関
す
る
い
ま
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
清
、
濁
（
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
の
細
か
い
度
合

い
）
に
熟
知
す
る
ζ

と
が
必
要
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
右
の
「
卿
詳
練
清
濁
。
云
云
。
」

は
そ
う
し
た
観
点
か
ら
と
り
あ
げ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

（
当
時
の
慌
に
つ
い
て
は
梢
を
新
た
に
し
て
述
べ
る
J

い
ま
右
の
大
勢
が
生
じ
た
背
景
を
瞥
見
し
て
み
よ
う
。
説
中
期
嘉
平
の
こ
ろ
州
大
中
正
の
制
が
設
け
ら
れ
た
。

こ
の
制
度
は
各
州
の
有
力
者

履
（
い
わ
ゆ
る
高
門
、
勢
族
）
に
郷
口
叩
上
日
間
（
て
ニ
品
）
を
与
え
る
べ
く
機
能
し
て
い
る
。
町
田
書
巻
四
十
五
劉
殺
伝
に
見
え
る
劉
毅
の
上
疏

り
ょ
、
必
乙
、

q

j

ヵ
ー

是
以
、

上
口
問
無
寒
円
、
下
品
細
川
勢
族

と
あ
る
の
は
そ
の
大
勢
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
（
な
お
、
劉
毅
は
太
康
六
年
比
死
亡
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
上
疏
は
そ
れ
以
前
と
い
う
ζ

と
に
な

h
J周
知
の
よ
う
に
、
高
門
、
勢
族
が
郷
口
問
上
品
を
え
、
寒
門
、
賎
族
が
郷
品
下
品
。
一
一

l
九
口
問
）
考
え
る
と
い
う
大
勢
は
時
期
が
降
る

に
つ
れ
い
よ
い
よ
強
ま
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま
述
べ
た
の
は
政
治
社
会
身
分
と
郷
品
と
の
対
応
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
対
応

に
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
、
各
官
と
そ
れ
に
就
く
も
の
の
郷
品
と
の
対
応
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
お
そ
く
と
も
西
晋
に
は
各
官
に
つ
い
て
ハ
そ

れ
ぞ
れ
の
官
口
聞
が
定
め
ち
れ
て
い
る
以
外
に
、
）
ど
の
郷
品
の
も
の
が
そ
れ
に
就
く
か
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

北
堂
書
妙
巻
六
十
八

設
宮
部
二
十
従
事
中
郎
を
見
る
と

鎮
東
大
将
軍
司
馬
伯
表
目
、
従
事
中
郎
欠
、
用
第
二
口
問
。
中
散
大
夫
河
内
山
筒
、
清
粋
履
正
、
才
職
通
済
。
ロ
m
儀第一一一。

と
あ
る
。
乙
の
表
は
、
従
事
中
郎
が
欠
げ
た
の
で
郷
品
二
品
の
も
の
を
用
い
て
そ
れ
を
補
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
郷
品
一
一
一
品
の
山
簡
を
と

く
に
用
い
た
い
。
と
い
っ
た
内
容
を
も
っ
、
と
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
何
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
各
官
に
つ
い
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
郷
品
の
も

の
が
就
く
べ
き
か
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
を
察
せ
し
め
る
に
起
ろ
う
。

ハ
な
お
、
司
馬
仙
は
太
康
四
年
比
死
亡
し
て
い
る
。
従
っ
て
右
の
表
は

太
康
四
年
以
前
の
も
の
と
い
う
乙
と
に
な
る
J
族
門
制
は
右
の
よ
う
な
大
勢
の
な
か
に
や
が
て
出
現
す
る
（
あ
る
い
は
太
康
の
こ
ろ
す
で
に
出



現
し
て
い
た
）
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
族
門
制
の
存
在
が
年
代
的
に
認
め
ら
れ
る
上
限
は
（
太
康
よ
り
あ
と
の
）
永
嘉
の
元
年
で
あ
る
。

こ
こ
で
宋
書
巻
九
十
四
思
倖
伝
の
「
序
」
を
見
る
と
、
そ
の
な
か
に
、

都
正
俗
士
、
割
酌
時
宜
、
品
目
少
多
、
随
事
術
仰
。
劉
毅
所
云
、
下
品
無
高
円
、
上
品
無
賎
族
者
也
。
歳
月
遷
調
、
斯
風
漸
篤
。
凡
願
衣

冠
、
莫
非
二
品
。
白
此
以
還
、
遂
成
卑
庶

と
あ
る
。
甲
族
層
は
制
度
上
郷
品
一
品
あ
る
い
は
二
品
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
殆
ん
ど
は
郷
品
二
品
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
二
品
の
語

が
甲
族
閣
を
意
味
す
る
乙
と
（
あ
わ
せ
て
政
治
的
支
配
者
層
を
意
味
す
る
乙
と
）
が
生
じ
た
。
右
の
二
品
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
右
で
は
次
門
層
が
卑
庶
と
さ
れ
て
い
る
。

ζ

れ
は
州
大
中
正
の
制
の
運
営
の
聞
に
甲
族
と
次
門
以
下
と
に
越
え
が
た
い
売
が
生
じ
、
甲
族

の
『
尊
寅
』
な
の
に
比
べ
て
次
門
以
下
が
卑
庶
と
さ
れ
た
の
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
動
き
が
あ
る
だ
け
に
、
甲
族
の
就
く
べ
き
官
が
清

で
あ
り
、

一
方
次
門
以

F
の
就
く
べ
き
官
が
濁
で
あ
っ
た
に
し
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
か
ろ
う
。
な
お
、
既
白
書
巻
四
十
五
劉
毅
伝
に
、

毅
以
、
規
立
九
口
問
、
権
時
之
制
、
未
見
得
人
、
而
有
八
損
。
乃
上
疏
目
、
・
今
之
九
口
問
、
所
下
、
不
彩
其
罪
。
所
上
、
不
列
其
善
。
廃
褒

庇
之
義
、
任
愛
憎
之
断
。
清
濁
同
流
、
以
植
其
私
。
云
云

と
あ
る
。
ま
た
、

後
司
徒
挙
毅
為
青
州
大
中
正
。
・
：
・
於
日
疋
青
州
自
二
品
巳
上
光
禄
勲
石
撃
等
共
奏
目
、
：
：
：
州
開
帰
其
（
劉
毅
を
指
す
）
清
流
。
：
実
臣

州
人
士
所
思
準
繋
。
誠
以
毅
之
明
格
、
能
不
言
而
信
、
風
之
所
動
、
清
濁
必
信
。
以
称
一
州
戚
同
之
望
故
也
。
・
由
日
疋
毅
遂
為
州
都
。
詮

正
人
流
、
清
濁
区
別
。
其
所
弾
庭
、
白
親
貴
者
始

（
人
物
の
性
格
、
官
僚
と
し
て
の
行
為
に
つ
い
て
い
う
清
は
直
接
に
は
郷
品
と
関
係
し
な
い
。
従
っ
て
こ
乙
で
は
乙
の
清
流
を
一
応

ナ
ピ

論
外
と
す
る
J
ζ
こ
で
は
「
一
州
威
同
之
望
」
に
か
な
う
た
め
に
清
の
ほ
か
に
濁
も
亦
そ
の
人
物
に
僅
く
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
物
語
ら
れ
て

と
あ
る
。

、i
。

L
J
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乙
の
清
、
濁
は
甲
族
層
と
次
門
層
以
下
と
（
の
前
身
を
な
す
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
も
の
〉
を
指
す
と
さ
れ
よ
う
。
要
す
る
に
、
右
の

南
朝
の
清
宮
と
濁
官
（
越
智
）

七



南
朝
の
消
官
と
溺
宮
ハ
越
智
）

｝＼ 

二
例
に
見
え
る
州
大
中
正
の
人
事
に
関
す
る
泊
、
濁
つ
ま
り
「
清
濁
両
流
」
と
「
清
濁
区
別
」
と
の
清
、
濁
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
い
ま
と
り
あ

げ
た
清
、
濁
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
初
学
記
巻
十
一
職
官
邸
上
吏
部
尚
書
第
六
に
、

又
小
学
車
為
吏
部
尚
書
。
箆
序
日
、
市
一
恭
市
川
郎
。
鈴
符
九
流
、
口
m
議
清
濁
。
雌
抵
慎
、
英
知
所
寄
。

と
あ
る

0

・
布
の
疋
部
尚
書
は
吏
郁
郎
の
誤
り
と
す
べ
き
で
あ
る
。
李
首
一
が
吏
部
郎
で
あ
っ
た
の
は
西
晋
時
代
（
た
だ
し
服
申
二
年
以
前
）
の
乙

と
で
あ
る
。

と
の
際
の
泊
、
濁
も
蒸
し
右
と
同
質
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
若
干
の
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
。
第
一
日
比
、
北
朝
に
あ
っ
て
も
官
が
清
で
あ
っ
た
り
濁
で
あ
っ
た
り
し
た
乙
と
、
及
び
そ
の
治
、
濁

に
も
差
等
の
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
調
書
巻
七
十
七
平
雌
伝
に
、
辛
雄
の
上
疏
を
の
せ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、

話
、
卜
一
等
部
蟻
為
第
一
清
、
中
等
為
第
二
泊
、
下
等
為
第
三
泊
。

と
あ
る
。
ま
た
、
説
書
巻
八
十
八
明
記
伝
に
、

延
日
問
中
、
世
宗
臨
朝
堂
、
親
日
馴
砂
。
特
売
勇
武
将
軍
。
見
逃
目
、
臣
本
｛
日
常
持
。
是
第
一
二
清
。
九
1

綬
臣
勇
武
。
其
号
式
七
問
。
且
文
武
又

殊
。
話
一
見
改
授

0

・
世
宗
円
、
九
流
之
内
、
人
戚
君
子
。
難
文
武
号
殊
、
佐
治
一
也
。
卿
何
得
独
欲
布
衆
、
安
相
清
濁
。
所
前
米
可
。
但

依
前
授
。
云
云

と
あ
る
。

と
れ
ら
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
北
朝
に
あ
つ
で
も
あ
る
程
度
以
上
の
宮
品
の
日
が
す
べ
て
清
官
で
あ
っ
た
と
岡
山
わ
れ

る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
説
書
巻
八
十
四
儒
林
伝
の
「
序
」
花
、

神
色
中
、
将
立
国
学
。
詔
以
三
品
己
上
及
五
品
清
宮
子
、
以
充
生
。
選
未
及
簡
置
、
の
復
停
寝
。

と
あ
る

「
一
一
一
品
巴
上
及
王
品
清
宮
子
」
は
三
口
間
以
ヒ
の
子
と
五
品
以
上
の
清
官
（
す
な
わ
ち
四
品
の
清
官
と
五
品
の
清
官
）
の
子
、
と
い
っ

た
意
味
で
、
と
乙
に
お
け
る
三
品
以
上
は
す
べ
て
清
官
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
第
三
に
、
唐
に
あ
っ
て
も
固
定
的
に
清
と
さ
れ
る
官
が
あ
っ
た
乙

と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
唐
六
典
巻
二
に



川市白可一日仁
出
内
外
一
一
一
品
巳
上
官
及
中
世
一
百
貨
門
侍
郎
：
因
子
司
業
。

四
日
山
己
下
八
日
間
己
上
清
官

四
日
間
、
謂
太
子
左
右
諭
徳
・
・
。
五
品
、
謂
御
史
中
丞
・
：
。
六
品
、
謂
起
居
郎
：
・
。
七
日
間
、
左
右
補
閥
；
・
太
学
助
教
。
八
品
、
左
右
拾
遺
監

察
御
史
四
円
助
教
。

と
あ
る
。

ζ

乙
に
消
型
官
と
清
官
と
が
H
ん
え
、
か
っ
そ
れ
介
＼
に
該
当
す
ろ
詰
官
が
見
え
て
い
る
。
山
市
し
と
の
消
型
官
と
消
｛
日
と
は
、
そ
の
淵

源
の
一
つ
を
い
ま
と
り
あ
げ
て
い
る
清
宮
〈
と
く
に
背
の
清
宮
〉
に
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
と
ろ
で
、
右
の
一
泊
朝
ん
じ
は
第
三
口
叩
」
旬
以
上
を
す
べ

あ
る
日
間
等
以
上
の
官
が
す
べ
て
消
と
い
う
概
念
に
つ
つ
ま
れ
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
「
改
革
」
円
以
前
の
第
四
品
目
以
上
、

｛均｝

革
」
以
後
の
比
内
第
十
二
班
以
上
ハ
ほ
ぽ
第
一
二
日
間
官
以
上
）
、
右

κ見
た
北
刑
酬
の
第
三
一
品
官
以
上
、

て
合
む
が

一「

改

を
す
べ
て
前
日
と
す
る
の
と
相
応
ず
る
と

さ
れ
よ
う
。

四

品

清

官

本
節
は
二
n
m
治
｛
日
の
一
請
を
と
り
あ
げ
る

ま
ず

「
改
革
」
以
前
の
二
u
m
消
官
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
南
斉
書
巻
四
十
一
張
融
伝
に
、
尚
喜
敗
中
郎
と
き
れ
た
が
そ
れ
に
就
く
ζ

と
な

〈
、
改
め
て
尚
書
儀
山
郎
と
さ
れ
た
慎
一
融
に
つ
い
て
、
栄
の
泰
始
五
年
か
、
そ
の
直
後
ご
ろ
か
の
出
来
事
と
し
で
、

山骨
t
削
似
、
心
市
計
叔
父
喪
。
道
中
山
訓
幹
銭
敬
道
、
鞭
杖
五
十
。
寄
繋
延
陵
獄
。
大
切
五
年
、
制
、
一
一
口
川
浩
｛
刊
行
僅
幹
秋
、
不
得
出
十
。
為
左
丞

劉
納
所
心
分
。
免
官
。

南
朝
の
治
官
と
泌
官
ハ
越
智
）

九



南
朝
の
消
官
と
濁
官
（
越
智
〉

。

井
」
み
の
ヲ
O

。
ζ

の
二
口
m
消
官
の
二
品
は
甲
族
屑
を
意
味
す
る
と
も
、
第
六
口
問
官
以
上
を
意
味
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
節
で
ふ

れ
た
よ
う
に
、

甲
族
同
閣
が
郷
品
二
ロ
間
以
上
ハ
事
実
上
そ
の
殆
ん
ど
は
郷
品
二
口
巴
を
え
て
第
六
品
官
以
上
（
事
実
上
そ
の
殆
ん
ど
は
第
六
日
間

官
）
に
起
家
し
た
た
め
、

二
品
の
語
が
甲
族
層
を
意
味
す
る
と
と
が
生
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
郷
品
二
品
の
も
の
が
第
六
品
官
に
起
家
し
た

た
め
第
六
品
官
な
り
そ
れ
以
上
な
り
を
二
品
と
い
う
ζ

と
も
亦
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
ニ
品
は
そ
の
何
れ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と

も
後
者
の
場
合
そ
れ
は
第
六
品
官
以
上
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
れ
に
し
て
も
右
の
二
品
清
宮
は
甲
族
層
の
就
く
べ
き
官
を
意
味
す
る
と
さ
れ

二
品
K
第
五
品
官
、
第
六
品
官
の
濁
官
を
含
む
が
、
二
品
清
宮
に
そ
れ
は
入
ら
な
い
。
）

よ’つ。

ハ
そ
の
二
日
聞
が
後
者
な
ら
、

「
改
革
」
以
後
の
二
品
清
官
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

じ
た
が
、

ζ

の
十
八
班
は
二
口
聞
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
と
と
ろ
で
、
そ
の
と
き
武
官
系
統
の
宮
班
制
と
し
て
流
内
二
十
四
班
、
流
外
八
斑
制
が

つ
ぎ
に
、

「
改
革
」
時
、
文
官
系
統
の
官
斑
制
と
し
て
流
内
十
八
班
、
杭
外
七
班
制
が
生

生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
通
奥
梁
官
品
に

「
改
革
」
時
の
と
と
と
し
て
、

又
、
詔
、
以
将
軍
之
名
高
卑
舛
雄
、
命
吏
加
越
定
、
百
二
十
五
号
。

と
し
て
、
第
二
十
四
班
か
ら
第
一
斑
ま
で
の
将
軍
号
を
の
せ
、
そ
の
あ
と
に
、

右
十
品
て
十
四
班
。
以
斑
多
為
貴

と
－
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
続
い
て
、

其
不
登
二
品
、
応
領
軍
号
者
、
凡
一
十
四
号
。
分
為
八
班
。

と
し
て
、
第
八
班
か
ら
第
一
斑
ま
で
の
将
軍
号
を
の
せ
て
い
る
。
か
く
て
「
改
革
」
以
後
位
登
二
品
た
る
将
軍
二
十
四
班
と
杭
不
登
二
品
た
る

将
軍
八
斑
と
が
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
。

ζ

の
一
一
口
聞
が
さ
き
の
二
口
問
と
同
質
な
る
べ
き
は
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
一
一
十
四
班
は
流
内
な

る
べ
く
、
そ
の
八
班
は
流
外
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
流
内
十
八
班
に
列
し
て
い
る
官
は
甲
族
の
就
く
べ
き
官
と
上
層
の
次
円
の
就
く
べ
き
官
と
か
ら
な
る
。
流
内
二
十
四
班
に
列
し



て
い
る
官
に
つ
い
て
も
必
ら
ず
や
同
様
の
乙
と
が
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
南
史
巻
七
十
八
沈
客
卿
伝
に
、

以
旧
制
、
軍
人
土
人
二
品
清
官
、
並
無
関
市
之
税
。
云
云
。

井
］
み
の

λ
刷。

乙
乙
に
見
え
る
軍
人
士
人
二
品
清
官
が
流
内
二
十
四
斑
の
う
ち
甲
族
の
就
く
べ
き
官
に
就
い
て
い
る
も
の
と
、
流
内
十
八
班
の
う
ち

甲
族
の
就
く
べ
き
官
に
就
い
て
い
る
も
の
と
か
ら
な
っ
て
い
る
の
は
疑
う
べ
く
も
な
か
ろ
う
。

五

清

階

本
節
以
後
は
、
人
と
官
と
を
め
ぐ
る
法
（
、
濁
）
に
つ
い
て
の
い
ま
ま
で
の
考
察
結
果
を
顕
に
お
い
て
、
い
ま
ま
で
と
り
あ
げ
た
も
の
以
外

の
「
清
・
：
」
と
い
う
語
を
と
り
あ
げ
る
。
本
節
は
そ
の
う
ち
の
清
階
と
い
う
語
を
検
討
す
る
。

ま
ず
清
階
の
語
を
含
む
史
料
を
あ
げ
る
と
、
陳
書
巻
二
十
六
徐
陵
伝
に
、
徐
陵
に
つ
い
て
、

天
康
元
年
、
巡
定
都
尚
書
、
領
大
新
作
。
陵
以
、
梁
末
以
来
選
授
多
失
其
所
。
於
是
、
提
挙
綱
維
、
綜
厳
名
実
。
時
有
冒
進
求
官
、
誼
競

不
巳
者
。
陵
乃
為
九
昔
、
宣
示
日
、
自
古
、
吏
部
尚
書
者
、
品
藻
人
倫
、

簡
其
才
能
、

尋
其
門
官
、

逐
其
大
小
、
長
其
官
爵
。
：
所
見
詰

君
、
多
臨
本
分
、
猶
一
一
＝
口
太
屈
。
未
除
一
口
問
懐
。
若
問
梁
朝
朱
領
軍
昇
亦
為
脚
相
。
比
不
轍
其
本
分
邪
。
比
是
天
子
所
抜
、
非
関
選
序
。
梁
武

帝
一
五
、
世
間
人
言
有
白
色
。
我
特
不
目
白
泊
悌
。
宋
実
情
亦
一
五
、
人
世
輩
無
運
命
。
毎
有
好
宮
欠
、
輔
憶
羊
玄
保
。
此
則
消
階
顕
職
、
不

由
選
也
。
一
五
一
五
。

と
あ
り
、
汚
諮
巻
七
十
八
に
、

史
臣
日
、
孔
愉
父
子
盟
丁
諮
等
、
戚
以
篠
寝
之
材
、
逝
純
構
之
運
、
策
名
山
則
的
、
鰐
足
高
筒
、
肢
試
清
階
、
遂
登
顕
要
。
云
云
。

と
あ
り
、
南
芥
出
巻
五
十
二
丘
巨
源
伝
に
、

南
朝
の
治
官
と
制
官
ハ
越
智
）



南
朝
の
前
官
と
濁
富
（
越
智
〉

巨
源
望
有
封
賞
。
蹴
而
不
獲
。
乃
奥
尚
章
一
日
令
裳
紫
雲
目
、
凡
予
台
内
、
不
文
不
武
、
巳
坐
扶
清
階
突
。

と
あ
る
。
官
（
織
〉
に
関
す
る
階
と
い
う
語
に
は
こ
つ
の
意
味
が
あ
る
。
そ
の
一
は
官
の
等
級
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
そ
の
こ
は
官
界
に
お

け
る
’
H－
M
げ
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
蹴
白
書
巻
三
十
三
王
梓
伝
に
、

ハ
コ
一
〉
公
主
制
去
一
階
而
巴
。
班
例
大
同

と
い
っ
た
語
が
比
え
る
。

こ
の
際
の
階
は
そ
の
一
例
と
な
る
。
ま
た
、
隔
書
巻
二
十
六
百
官
志
上
に
、

「
改
革
」
以
後
の
武
官
系
統
の
む
班
制

に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
な
か
に
、

政
即
断
山
。

と
あ
る
。
ま
た
、
正
日
書
巻
五
十
五
播
吊
伝
に

（
岳
〉
蹴
仕
信
不
達
。
乃
作
閑
印
刷
賦
目
、
：
・
白
弱
冠
、
沙
子
知
命
之
年
、
八
徒
官
。
而
一
進
階
、
再
免
、

同：
名

一
不
拝
職
。
選
者
三

而
巴
突
。
云
云
。

井
工
め

λ
w
o

ζ

乙
K
八
度
官
を
徒
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
司
空
賀
充
の
嫁
（
第
七
品
官
）
を
起
家
と
し
、
買
充
が
太
尉
に
選
る
に
つ
れ

て
自
動
的
に
そ
の
嫁
（
第
七
口
問
官
）
と
な
り

つ
い
で
秀
才
に
挙
げ
ら
れ
て
郎
と
な
り
、

以
後
つ
ぎ
つ
ぎ
に
河
川
制
令
ハ
官
品
不
明
）
、

！懐
令

（
打
品
不
明
〉
、
巾
川
書
郎
（
第
六
品
有
）
、
狂
尉
評
ハ
第
六
白
m
官
）
、
領
太
侍
主
簿
（
官
ロ
m
不
明
〉
、
長
安
令
（
｛
い
い
口
m
不
明
〉
、
博
士
（
第
六
品

日
）
と
な
っ
た
ζ

と
の
う
ち
、
郎
以
後
の
ζ

と
ぞ
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
閑
居
賦
で
は
司
空
擦
と
な
っ
た
乙
と
と
太
尉
擦
と
な
っ
た
こ
と
と

を
、
官
序
上
、

一
事
項
と
み
な
し
て
い
る
J
右
の
郎
は
議
郎
（
第
七
日
間
官
）
、
中
郎
（
第
八
日
官
〉
、
郎
中
（
第
八
口
m
官
）
の
う
ち
の
ど
れ
か

で
あ
る
。
ま
た
、
勝
令
は
第
六
品
官
が
最
高
で
あ
る
が
、

長
安
令
が
最
高
の
第
六
品
官
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
と
乙
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
会
・
肘
長
史
1

川
河
が
第
六
品
官
で
あ
る
か
ら
太
侍
主
簿
は
第
六
日
間
官
（
以
下
）
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

「
一
進

階
」
は
第
七
品
官
か
ら
第
六
品
官
に
昇
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
郎
は
議
郎
（
第
七
品
官
）
を
指
す
と
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。

つ
ま
り
、
そ



の
階
は
官
品
を
指
す
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
配
田
章
一
回
の
記
事
だ
け
で
は
潜
岳
が
一
階
を
進
め
た
の
が
河
悶
令
と
な
っ
た
と
き
か
、
そ

れ
と
も
懐
令
と
な
っ
た
と
き
か
、
ま
た
は
尚
喜
郎
と
な
っ
た
と
き
か
、
そ
の
何
れ
と
も
決
し
が
た
い
。

，回
J

喝、

争
’
ふ

I

文
選
巻
十
六
閑
居
賦
、
活
安

仁
の
六
千
善
注
に
、

一
巡
階
、
謂
徒
懐
令
、
為
尚
書
郎
也
。

と
あ
る
。
季
連
は
あ
る
い
は
当
時
残
存
し
て
い
た
史
料
か
ら
こ
う
し
た
陀
釈
を
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
彼
の
制
度
上
の
沌
釈
は
必
ら
ず
し

も
信
用
で
き
な
い
の
で
、
単
な
る
参
考
と
し
て
そ
れ
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。
ま
た
、
附
議
百
円
志
上
花
、

「
改
革
」
以
後
の
起
家
の
官
に
つ

い
て

令
僕
子
、
起
中
本
初
善
郎
。
十
一
市
員
満
亦
為
板
法
曹
。
雄
一
日
間
半
階
、
望
終
硲
書
郎
ド
。

と
あ
る
。

ζ

の
板
一
氏
曹
は
皐
弟
聖
子
府
行
参
賀
・
の
な
か
の
板
法
曹
ハ
参
軍
〉
で
あ
る
。

｛飽）

こ
れ
は
坑
内
第
一
一
一
斑
で
あ
る
。
相
知
書
郎
は
流
内
第
二
班

で
あ
る
。
ぞ
う
す
る
と
右
の
両
者
の
差
を
「
半
階
」
と
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
流
内
十
八
班
の
一
班
が
半
階
で
、
流
内

1
八
斑
全
体
が
九
階
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
流
内
十
八
班
を
構
成
す
る
第
一
品
官
か
ら
第
九
品
官
ま
で
は
（
新
）
九
品
制
の
第
一
品
官
か
ら
第
九
品
官
ま
で
と
一
致

す
る
が
、

か
く
て
い
ま
と
り
あ
げ
て
い
る
階
は
一
応
（
新
〉
九
品
制
の
官
品
と
同
じ
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

つ
ぎ
に
官
序
と
も
い
う
べ
き
階
で
あ
る
が
、
南
芥
書
巻
四
十
九
王
績
伝
応
、
宋
時
代
の
王
績
に
つ
い
て
、

弱
司
為
’
必
吉
郎
太
子
会
川
人
。
転
中
需
の
パ
人
。

ハ
主
〉
景
文
以
此
授
組
階
、
ム
ロ
績
経
年
、
乃
受

と
あ
る
。
秘
山
郎
は
伯
仲
六
ロ
問
符
で
あ
り
、
太
チ
合
人
、
中
市
出
ゐ
門
人
は
と
も
に
第
七
品
目
で
あ
る
。
と
の
際
の
併
は
－
H
n
m
で
は
な
く
て
官
序
を
桁

す
と
さ
れ
よ
う
。

な
お
、
ん
木
古
巻
四
十
二
王
弘
伝
に
、

（
前
略
u

ハ
王
弘
）
奏
弾
謝
祭
雲
目
、
・
御
史
中
汲
都
亭
俣
王
滋
之
、

脳
同
要
任
、

邦
之
司
直
。
風
芦
峰
川
町

的
不
鮮
挙
。

若
知
而
弗

南
朝
の
清
宮
と
濁
官
（
越
智
）



南
朝
の
務
官
と
濁
官
ハ
越
智
）

四

糾
、
則
伯
仲
山
斯
携
。
如
其
不
知
、
則
戸
昧
巴
甚
。
出
事
可
復
預
班
清
階
、
式
是
国
憲
。
云
云
。

と
あ
る
。
御
火
中
丞
は
第
四
口
問
官
で
あ
る
。
当
時
第
四
口
山
習
は
甲
族
だ
け
の
就
く
官
で
あ
匂

清
階
の
階
は
前
者
の
階
と
も
後
者
の
階
と
も
理
解
き
れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
そ
の
清
階
は
甲
族
だ
け
の
就
く
官
階
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
た

だ
し
、
前
者
の
場
合
そ
の
清
階
は
、
東
晋
、
宋
、
斉
、

「
改
革
」
以
前
の
梁
時
代
に
あ
っ
て
は
第
四
品
官
以
上
、

「
改
革
」
以
後
の
梁
、
陳
時

代
に
あ
っ
て
は
流
内
第
十
二
斑
以
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
朱
昇
（
の
領
軍
就
官
）
、
孔
仏
川
、
そ
の
三
子
孔
聞
、
孔
任
、
孔
安
国
ハ
、

従
子
孔
坦
、
孔
厳
、
〉
従
弟
孔
輩
、
丁
語
の
就
官
は
何
れ
も
そ
れ
に
該
当
す
知
l
v

..... ，，、

清

華

、

清

顕

本
節
は
治
卒
、
消
顕
の
語
を
と
り
あ
げ
る
。

ま
ず
消
撃
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
士
問
史
巻
二
十
五
到
偽
伝
に

主
目
安
断
寅
。
雅
歩
従
容
。
ハ
到
摘
）
叉
間
目
、
王
散
騎
復
何
故
爾
。
曇
先
為
国
常
侍
、
転
員
外
散
騎
郎
。
此
二
職
清
華
所
不
為
。
故
以
此
瑚
之
。

と
あ
る
。
南
芥
書
巻
四
十
二
王
曇
伝
に
よ
る
と
、
王
易
は
臨
賀
王
国
常
侍
に
起
家
し
て
い
る
。
と
の
臨
賀
王
は
宋
の
孝
式
帝
の
息
子
臨
賀
王
子

産
（
の
ち
の
南
平
王
子
産
〉
の
ζ

と
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
南
史
巻
二
十
四
王
嬰
伝
に
は
、
王
目
安
に
つ
い
て
、

仕
宋
、
初
為
建
安
（
王
）
国
左
常
侍
。

乙
の
娃
安
王
は
文
帝
の
泉
子
建
安
王
休
仁
（
の
ち
の
始
安
王
休
仁
〉
の
と
と
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
の
何
れ
が
正
し
い
に
し
て
も
、
主

要
が
息
子
凶
常
侍
K
起
家
し
た
乙
と
に
間
違
い
は
な
か
ろ
う
。
王
国
常
侍
起
家
は
寒
士
i
次
門
の
起
家
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

〉
工
の
ヲ
心
。

右
の
清
華
が
甲
族
を
指
す
べ
き
乙
と
が
考
え
ら
れ
る



ζ

の
際
あ
わ
せ
見
る
べ
き
は
、
華
の
語
に
本
来
の
甲
族
だ
け
を
指
す
用
法
の
あ
っ
た
乙
と
勺
つ
ま
り
、
制
度
面
に
お
い
て
だ
け
甲
族
で
あ

る
よ
う
な
色
の
を
除
〈
用
法
の
あ
っ
た
乙
と
〉
で
あ
る
。
い
ま
そ
れ
を
物
語
る
一
例
を
あ
げ
る
と
、
南
斉
書
巻
三
十
一
江
誰
伝
に
、

尋
救
目
、
江
雛
寒
士
。
誠
不
得
競
等
華
街
。
然
甚
有
才
幹
。
堪
為
委
遇
。
可
選
山
手
吏
部
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
準
た
る
も
の
が
本
質
的
に
寒
士
と
違
っ
て
い
る
の
を
示
し
て
い
る
。

骨
格
士
は
次
門
と
し
て
起
家
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

旦
次
門
と
し
て
起
家
し
た
も
の
は
死
ぬ
ま
で
寒
士
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
輩
た
る
も
の
勺
事
情
）
は
起
家
の
官
に
よ
っ
て
甲
族
た
る
と
と
が

生
得
の
「
身
分
」
と
し
て
証
明
さ
れ
て
い
る
甲
族
と
す
べ
き
で
あ
る
。

ζ

の
際
そ
う
し
た
甲
族
を
（
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
な
意
味
に
お
け

る
〉
本
来
の
甲
族
と
考
え
て
も
大
過
あ
る
ま
い

き
て
、
撃
の
語
に
は
ハ
事
実
上
〉
本
来
の
甲
族
中
で
も
第
一
流
の
も
の
を
指
す
と
と
が
多
い
。
い
ま
そ
う
し
た
若
干
の
事
例
を
あ
げ
て
み
る

と
、
文
選
巻
二
十
五
於
安
城
答
霊
運
、
謝
宣
遠
に
、

輩
宗
誕
五
口
一
禿
、
之
子
紹
前
胤
。

と
あ
る
。

こ
の
筆
山
市
は
本
来
の
甲
族
中
で
も
第
一
流
の
謝
霊
運
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
史
巻
六
十
徐
勉
伝
に
、

旧
揚
徐
泊
迎
主
錦
、
謹
選
国
輩
。
中
正
取
勉
子
桜
、
充
南
徐
選
首
。
帝
赦
之
目
、
卿
寒
士
。
而
子
奥
王
志
子
同
迎
。
制
国
王
以
米
、
末
之
有

也
。
勉
恥
以
其
先
為
戯
。
答
旨
不
恭
。
由
固
定
、
左
選
散
騎
常
侍
、
領
髄
撃
将
軍
。

と
あ
る
。
主
芯
は
斉
の
司
空
主
僧
慶
の
子
で
秘
書
郎
に
起
家
し
て
い
る
。
彼
は
明
か
に
本
来
の
甲
族
中
で
も
第
一
流
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

晋
骨
一
日
巻
八
十
四
王
恭
伝
に
、
東
晋
時
代
の
乙
と
と
し
て
、

王
恭
、
一
子
孝
伯
。
光
禄
大
夫
蕗
子
、
定
皇
后
之
兄
也
。
少
有
美
誉
。
清
操
過
人
。
臼
負
才
地
高
華
、
恒
有
宰
輔
之
望
。

と
あ
る
が
、
主
恭
も
亦
本
来
の
甲
族
中
で
も
第
一
流
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
選
巻
四
十
六
王
文
意
集
序
、
任
彦
昇
に
、

公
（
王
倹
を
指
す
〉
生
自
輩
宗
、
世
務
筒
隔
。

南
朝
の
消
官
と
肌
間
宮
（
越
智
）

五



南
朝
の
清
宮
と
溺
｛
臼
ハ
越
智
）

~ ，、

と
あ
り
、
梁
書
巻
五
十
一
何
貼
伝
に
、

初
裕
淵
王
倹
為
宰
相
。
貼
翻
人
目
、
我
作
斉
番
。
賛
一
去
、
淵
崎
世
族
、
倹
亦
国
華
。
不
頼
男
氏
、
違
他
国
家
。

と
あ
る
が
、
王
倹
が
本
来
の
甲
族
中
で
も
第
一
流
の
も
の
で
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、
南
史
巻
十
五
劉
穆
之
伝
に
、

（
御
史
中
永
一
劉
璃
）
部
主
僧
達
云
、
蔭
時
一
口
阿
輩
、
人
口
m
冗
末
。

と
あ
る
。
王
僧
達
は
当
時
制
度
面
で
は
甲
族
で
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
も
と
も
と
本
来
の
甲
故
中
で
も
第
一
流
の
家
系
の
出
身
で
あ
っ

た
の
に
間
巡
い
は
な
い
主
し
右
の
古
川
被
は
専
ら
そ
の
出
身
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
南
芥
甚
巻
四
十
九
王
免
伝
に
、
度
十
X
尚
普
段
い
仰
い
に
つ
い
て
、

ハ前，
w町一）

（
宋
）
明
帝
諮
日
、

：
帆
悶
忠
明
け
情
、
久
怖
い
給
序
。
左
巡
散
問
常
時
、
協
校
尉
。

と
あ
る
。
散
防
防
昨
は
第
一
二
日
間
官
で
あ
る
か
ら
前
官
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
消
序
は
第
一
流
の
前
官
を
進
む
べ
き
も
の
の
行
序
と
い
っ
た

志
味
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
通
典
巻
二
十
一
判
官
三
侍
中
に
、

散
騎
常
持
通
直
故
騎
常
侍
員
外
散
防
九
日
巾
侍
旧
為
顕
職
。
典
侍
中
通
官
。
其
通
店
員
外
用
衰
老
人
士
。
放
其
宵
漸
替
。
宋
大
明
中
、
雄
草
選

比
侍
中
、
而
人
情
久
沼
、
終
不
見
重

ヨ
寺
復
如
初
。

梁
詣
之
散
防
省

0
3
5
天
監
六
年
、
詔
又
革
之
。
（
注
際
〉
白
日
疋
散
問
視
中
一
極
、

辺
直
視
特
中
、
員
削
外
視
黄
門
郎
。
然
而
常
侍
終
非
輩
曲
目
所
悦
。

と
あ
る
。
股
恒
が
度
支
尚
書
で
あ
っ
た
の
は
大
明
よ
り
あ
と
で
あ
る
。
悲
し
さ
き
の
記
事
に
見
え
る
散
騎
常
侍
の
宵
の
清
さ
は
、

と
の
記
事
の

「
終
不
見
重
。
尋
復
如
初
。
」
と
あ
る
際
の
そ
れ
と
「
一
致
」
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

乙
の
際
の
華
（
な
り
華
宵
な
り
）
も
亦
本
来
の
閉
族
中
で
も

鉛
一
流
の
も
の
を
’
怠
昧
す
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う

ち
な
み
に
柴
惑
巻
二
寸
一
江
祷
伝
に
、

（
前
略
υ
初
天
歌
六
年
、
詔
、
以
侍
中
常
侍
鼓
侍
惟
幌
、
分
門
下
二
局
、
入
集
書
。
其
官
口
m
視
侍
中
。
而
非
華
宵
所
悦
。
故
（
尚
南
一
行
伐
射



徐
）
勉
斥
（
王
）
泰
為
之
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
前
引
の
通
典
の
記
事
の
う
ち
の
｜
！
の
部
分
ハ
注
の
部
分
を
合
む
〉
の
原
拠
た
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

ζ

乙
に
見
え

る
王
泰
一
は
本
来
mw
叩
族
中
で
も
第
一
流
の
も
の
で
秘
書
郎
K
起
家
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
宋
書
巻
八
十
四
孔
観
伝
に
、

ハ
前
時
）

（
孔
凱
）
転
忠
利
記
室
。
奉
勝
間
辞
日
、
記
ハ
セ
之
局
、
実
柏
市
要
。
臼
非
文
行
禿
敏
、
真
或
印
之
。

と
あ
る
。
乙
の
際
の
来
型
は
恐
ら
く
官
接
的
に
問
中
族
と
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
川
市
は
単

κ、
は
な
や
か
に
す
ぐ
れ
た
、
と
い
っ
た
な

昧
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
辺
典
巻
二
十
一
服
店
コ
一
中
古
令
に
、

梁
中
市
民
令
、
清
貨
準
主
。
大
臣
多
領
之
。

と
あ
る
。

ζ

の
際
の
不
足
の
事
も
亦
右
の
市
嬰
の
市
と
川
質
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

つ
ぎ
に
消
顕
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
市
川
州
と
い
う
語
は
市
川
市
H

市
引
の
乙
と
を
自
記
し
た
史
料
に
よ
く
見
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
栄
市
巻
五
十
一
符

一
州
侠
劉
遵
考
伝
に
、

思
考
亦
被
遇

劉
思
考
に
つ
い
て
、

照
制
官
、
紙
泊
顕
。
為
予
章
会
問
太
守
話
徐
州
刺
史
。
凡
経
十
郡
三
一
州
。
本
始
元
季
、
卒
於
散
防
作
一
内
金
紫
光
禄
大
夫

と
あ
り
、
南
山
人
巻
十
三
臨
川
烈
武
王
道
規
伝
に
、

（
劉
）
選
考
従
父
思
考
亦
官
歴
消
町
、
卒
於
散
騎
常
侍
金
紫
光
禄
大
夫
。

と
あ
り
、
府
書
巻
二
十
六
百
宮
志
上
に

（
前
略
〉

（
天
監
）
六
年
、
サ
小
選
。
詔
日
、
夜
汁
宵
初
、
仰
悦
盛
化
。
常
持
侍
中
、
並
友
雌
帳
。
員
外
常
侍
、
特
為
清
顕
。
・
：
自
円
足
、
散

前
視
侍
中
、
通
直
視
中
丞
、
員
外
視
黄
門
郎
。

、
こ
み
の
ヲ
令
。

乙
の
一
二
記
事
を
散
騎
常
侍
に
視
点
を
お
い
て
考
察
す
る
と
、
清
顕
の
語
に
、
甲
族
の
就
く
べ
き
あ
ざ
や
か
な
宮
と
で
も
い
っ
た
内
容

南
朝
の
清
官
と
濁
官
ハ
越
智
〉

七



南
朝
の
清
宮
と
濁
官
ハ
越
智
〉

J¥ 

と
、
第
一
流
の
甲
族
の
就
く
べ
き
あ
ざ
や
か
な
官
と
で
も
い
っ
た
内
容
と
の
あ
っ
た
の
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

き
て
、
晋
帯
一
一
日
巻
七
十
九
謝
一
ゐ
伝
に
、
東
軍
田
中
期
の
こ
と
と
し
て
、

石
在
職
、
務
存
文
刻
。
既
無
他
才
望
。
直
以
宰
相
弟
、
兼
有
大
勲
、
遂
居
清
顕
。

と
あ
り
、
陳
書
巻
二
十
七
江
擁
伝
に

摺
嘗
白
続
。
其
略
目
、
歴
升
清
顕
、
備
位
朝
列
。
云
云
。

と
あ
り
、
南
芥
書
巻
二
十
三
諸
澄
伝
に
、

澄
尚
宋
文
帝
女
慮
陵
公
主
、
拝
酎
馬
都
尉
。
歴
官
清
顕
。

と
あ
り
、
南
史
巻
三
十
六
江
教
伝
に
、

（
前
略
）
王
嬰
啓
武
帝
目
、
・
：
愚
謂
、
以
侍
中
領
醸
騎
、
望
実
清
顕
。
云
云
。

と
あ
り
、
南
芥
唯
一
日
巻
四
十
九
王
奥
伝
花
、

（
段
）
恒
歴
官
清
顕
、
至
金
紫
光
禄
大
夫
。

と
あ
る
。
ま
た
、
陳
書
巻
三
十
四
許
亨
伝
に
、

（
許
亨
）
遷
太
尉
（
王
僧
弁
〉
従
事
中
郎
。
・
：
耳
目
安
王
承
制
、

授
給
事
黄
門
侍
郎
。
亨
奉
臆
辞
府
。

僧
弁
答
日
、

タ
郎
ハ
給
事
武
門

侍
郎
の
と
と
）
之
選
、
撤
清
顕
、
位
以
才
升
。
差
閏
無
懐
。

一一品一一品。

と
あ
る
。
ま
た
、
南
史
巻
二
十
三
王
混
伝
に
、

（
前
略
〉
（
王
〉
準
終
、
又
託
之
ハ
王
現
の
乙
と
）
宋
文
帝
。
故
現
屡
配
的
清
顕

と
あ
る
。

ζ

の
渚
顕
は
王
現
が
給
事
黄
門
侍
郎
な
ど
に
就
い
た
ζ

と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
文
選
巻
四
十
奏
弾
王
源
、
沈
休
文
に
、

（
王
）
源
雄
人
口
問
膚
阻
、
由
同
レ
実
参
レ
撃
。
内
祖
雅
、
位
登
八
命
。
祖
少
卿
、
内
侍
椎
握
。
父
落
、
升
釆
儲
闇
。
亦
居
清
顕
。



と
あ
る
。
王
雅
は
右
僕
射
と
な
り
、
王
少
卿
は
侍
中
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
陳
書
巻
二
十
三
玉
湯
伝
に
、

場
第
十
三
弟
職
、
字
子
珪
。
亦
知
名
。
美
容
儀
。
早
歴
清
顕
。
年
五
十
、
官
至
侍
中
。

と
あ
る
。
と
う
し
た
清
顕
の
語
は
、
使
用
す
る
者
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
が
、
ほ
ほ
第
一
流
の
用
族
の
就
く
べ
き
あ
ぎ
や
か
な

官
と
い
っ
た
内
容
の
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

附
言
す
る
と
、
北
堂
書
紗
巻
六
十
設
宮
部
十
二
尚
書
郎
抱
七
十
七
に
、

郭
瑛
辞
尚
書
郎
表
云
、
今
宮
以
劣
弱
之
質
、
充
督
責
之
官
。
以
無
用
之
才
、
管
繁
劇
之
任
。
且
台
郎
清
顕
、
論
望
宜
允
者
也
。

と
あ
る
。
郭
撲
が
尚
書
郎
に
就
い
た
の
は
東
晋
極
初
の
こ
と
で
あ
る
。

乙
ζ

で
は
尚
書
郎
が
清
顕
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
北
堂
書
紗
巻
六
十

設
宮
部
十
一
一
尚
書
郎
摺
七
十
七
に
は
、

山
詩
啓
事
一
去
、
旧
選
尚
書
郎
、
極
清
望
。
号
大
匹
之
副
。
云
云
。

と
あ
っ
て
、
尚
喜
郎
が
清
望
を
締
め
る
も
の
で
あ
る
と
あ
る
。
山
濡
啓
事
の
あ
っ
た
ζ

ろ
族
刊
制
は
い
ま
だ
生
じ
て
い
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な

い
が
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
た

κし
で
も
乙
の
記
事
と
さ
き
の
記
事
と
は
あ
い
ま
っ
て
、
族
門
制
出
現
以
後
に
あ
っ
て
も
清
顕
と
清
望
と
が
本
質

的
に
相
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
の
を
察
せ
し
め
る
に
足
る
、
と
す
る
と
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
店
六
典
巻
八
友
散
騎
常
伺
に
、

（散
0
・〉

ハ
梁
）
天
監
六
年
、
詔
目
、
持
駒
常
侍
員
外
散
防
品
川
一
侍
通
直
散
防
常
侍
為
清
望
。
宜
革
選
、
参
旧
例
。
自
是
、
散
防
視
侍
中
、
通
直
視
中

丞
、
員
外
視
黄
門
侍
郎

〉
」
み
の
ヲ
Q

。

こ
の
詔
文
は
前
引
の
隔
書
百
官
志
の
天
監
六
年
の
詔
文
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
乙
で
は
、
清
顕
と
清
望
と
が
同
じ
意
味
と
さ

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
ζ

の
理
解
は
唐
六
典
が
つ
〈
ら
れ
た
と
き
一
ホ
さ
れ
た
も
の
で
、
南
朝
に
お
い
て
そ
う
し
た
理
解
が
あ
っ
た
の
を
示
す
も

の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
既
日
常
一
百
巻
九
十
四
一
（
隠
之
伝
に
、

南
朝
の
清
官
と
濁
官
ハ
越
智
）

九



南
朝
の
清
官
と
濁
官
ハ
越
智
〉

四。

（
前
略
）
及
（
砕
）
康
伯
為
為
吏
部
尚
書
、
隠
之
遂
階
清
級
。

と
あ
る
が
、
太
平
御
覧
巻
四
百
十
二
人
事
部
五
十
三
孝
上
に
見
え
る
抗
日
中
興
蓄
に
は
、
右
の
「
遂
階
清
級
」
を
「
遂
麗
消
顕
」
と
し
て
お
り
、

初
学
紀
巻
十
一
職
官
部
k
克
部
尚
警
第
六
に
は
、
同
じ
く
肌
問
中
興
苫
を
引
い
て
そ
れ
を
「
遂
歴
清
盟
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
背
中
興
書

は
、
も
と
も
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
生
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
右
に
引
用
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
互
に
山
入
が
あ
る
。

乙
れ
は
清
顕
と
泊
望
と
が

同
じ
意
味
で
あ
っ
た
の
を
察
せ
し
め
よ
う
。
も
っ
と
も
ζ

の
際
消
顕
が
消
盟
と
等
し
い
と
さ
れ
た
時
点
は
不
明
で
あ
る
。

あ
る
い
は
唐
に
降
る

の
か
も
知
れ
な
い
。

七

清

塗

本
節
は
清
塗
の
語
を
と
り
あ
げ
る

文
選
巻
二
十
四
為
頁
諮
作
婚
臨
機
、
播
安
仁
を
見
る
と
、

藩
岳
作
鋲
、
輔
我
京
室
。
旋
反
桑
梓
、
帝
却
作
弼
。
成
一
五
、
悶
官
山
市
塗
般
失
。
吾
子
洗
然
、
倍
淡
問
逸
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
西
普
の
以
帝
の
弟
口
容
が
呉
王
と
な
り

（
呉
出
身
の
）
限
機
が
太
子
洗
馬
か
ら
出
で
て
そ
の
郎
中
令
に
選
っ
た
と
き
の
も
の

で
あ
る
。

乙
乙
で
は
郎
中
令
就
官
が
清
塗
を
失
う
の
を
意
味
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
郎
中
令
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
問
円
虫
田
巻
六
十
李
A
d

伝
に
、

李
合
、
字
世
容
。
臨
西
欽
道
人
也
。
僑
居
始
平
。
：
・
白
太
保
妹
、
転
奈
国
郎
中
令
。
司
徒
連
合
領
始
平
中
E
。

と
あ
り
、
そ
の
あ
と
の
方
に
、

。
…
山
略
〉
中
丞
侍
成
仁
表
理
合
日
、
・
：
合
寒
門
少
年
。
而
（
邦
）
突
起
為
別
問
。
－

J
凶
初
見
使
為
中
正
、
反
覆
4

呂
町
‘
説
、
非
始
平
国
人
。



不
宜
為
中
正
。
後
為
郎
中
令
。
叉
白
以
選
官
、
引
ム
ロ
EM為
比
、
以
譲
常
山
太
守
蘇
間
。
辞
意
懇
切
。
－

Aa之
回
譲
、
乃
在
王
未
亮
之
前
。

一五一一品。

と
あ
る
。
十
字
合
が
中
正
を
領
し
た
の
は
、
前
記
事
だ
け
を
見
る
と
彼
が
郎
中
令
と
な
っ
て
か
ら
の
ち
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
後
記
事
を
あ

わ
せ
考
え
た
際
、
十
字
合
が
ま
ず
中
正
と
な
り
、

つ
い
で
郎
中
令
を
領
し
た
と
さ
れ
よ
う
。
中
正
は
通
常
本
官
を
も
つ
も
の
が
乙
れ
を
領
す
る
。

葦
し
前
記
事
は
中
正
を
一
般
的
官
序
と
切
り
は
な
し
て
記
載
し
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
、
あ
た
か
も
郎
中
令
に
転
じ
て
の
ち
始
平
中
正
を
領
し

た
か
の
如
き
書
き
ぶ
り
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
乙
で
郎
中
令
に
な
っ
た
と
き
の
李
合
の
郷
口
聞
を
考
え
て
み
よ
う
。
彼
が
郎
中
令
領
中
正
の

と
き
事
件
が
起
っ
た
。
右
の
侍
戚
の

t
表
は
そ
の
と
き
の
’
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
同
伝
に
、

合
遂
被
庇
退
、
割
為
（
郷
口
問
）
五
口
問
。
帰
長
安

と
あ
る
。
と
乙
ろ
で
、
十
字
合
が
郷
品
五
口
聞
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
他
に
、
通
典
巻
八
十
八
礼
四
十
八
新
線
三
年
に
、

成
又
一
百
、

而
中
正
臨
騰
純
一
所
拠
位
、
庇
合
口
問
一
一

μ守

こ
れ
か
ら
逆
に
計
算
し
て
、
郎
中
令
領
中
正
の
と
き
李
合
が
郷
日
間
二
口
叩
で
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
。
郡
中
正
に
な
る
と
そ
の
出
身
が
次

（

お

）

円
以
一
卜
で
あ
っ
て
も
郷
品
二
品
を
与
え
ら
れ
る
乙
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
李
合
は
郎
中
令
領
中
正
の
と
き
、
領
中
正
と
し
て
規
定
通
り
郷
品
二

と
あ
る
。

品
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
侍
戚
の
上
表
の
な
か
に
李
合
が
禁
門
（
で
あ
っ
た
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
寒
門
は
（
通
常
）
郷
口
出
三

（
則
的
）

口

mm、F
で
あ
る
。
蓋
し
李
合
は
も
と
も
と
郷
口
問
一
一
一
品
以
下
で
あ
っ
た
が
、
中
正
と
さ
れ
た
た
め
そ
の
郷
品
が
二
品
に
昇
さ
れ
、
邸
中
令
就
宵
後

も
郷
品
二
品
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
当
時
郎
中
令
が
郷
品
二
品
の
も
の
の
就
く
べ
き
官
で
あ
っ
た
の
を
察
せ
し
め
る
に

足
ろ
う
。
き
て
、
秦
王
が
死
亡
し
た
の
は
元
康
元
年
の
こ
と
で
あ
る
。
北
堂
骨
一
一
日
妙
巻
六
十
六
設
宮
部
十
八
太
子
洗
馬
一
百
二
十
七
に
、

問
機
皇
太
子
清
宴
詩
序
、
元
康
四
年
秋
、
余
以
太
子
洗
馬
、
出
補
旦
（
王
郎
中
（
令
）
。
云
云
。

と
あ
る
の
を
見
る
と
、
陸
機
が
呉
王
郎
中
令
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
元
康
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
陪
機
が
郎
中
令
に
任
ぜ
ら
れ
た
乙

南
朝
の
清
宮
と
溺
官
（
越
智
）

四



南
朝
の
掛
川
官
と
濁
定
（
越
智
〉

四

ろ
郎
中
令
は
郷
品
二
品
の
も
の
の
就
く
べ
き
官
で
あ
り
、
附
問
機
は
郷
口
同
二
品
と
し
て
そ
れ
に
就
い
た
と
い
う
乙
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

ち
な
み
に
、
晋
書
巻
九
十
部
俊
伝
に
、
都
般
に
つ
い
て
、
西
晋
時
代
の
ζ

と
と
し
て
、

挙
灼
然
、
二
口
問
。
為
呉
王
文
学
。
歴
太
子
洗
馬
東
海
王
越
参
軍

内部）

と
あ
る
。
こ
れ
は
王
の
文
学
が
ハ
太
子
洗
応
と
同
様
に
）
郷
口
問
二
品
の
就
く
べ
き
官
で
あ
っ
た
の
を
物
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
主
悶
に
は
郎

中
令
以
外
に
も
郷
品
二
口
川
の
就
く
べ
き
宮
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
晋
書
巻
七
十
八
了
諦
伝
に
、
丁
諦
に
つ
い
て
、

及
ハ
元
〉
帝
践
昨
、
拝
尉
馬
都
尉
奉
朝
請
尚
古
一
回
禍
部
郎
。
時
現
邪
主
哀
始
受
封
。
帝
欲
引
朝
賢
為
其
上
卿
。
将
用
部
、
以
問
中
書
令
賀
循
。

循
日
、
邸
中
令
、
刑
判
望
清
重
。
実
宜
審
授
。
語
法
淳
貞
粋
、
雅
有
隠
正
。
聖
明
所
街
、
才
実
宜
之
。
遂
為
瑛
邪
王
郎
中
令
。

と
あ
る
。

乙
乙
に
郎
中
令
の
職
望
が
清
重
で
あ
る
と
あ
る
が
、
乙
れ
は
東
晋
極
初
も
郎
中
令
が
郷
品
二
口
聞
の
も
の
の
就
く
べ
き
宮
で
あ
っ
た
ζ

と
を
一
応
予
想
さ
せ
る
。
ま
た
、
宋
書
巻
五
十
八
王
恵
伝
に
、
東
晋
末
の
こ
と
と
し
て
、

宋
国
初
建
。
当
置
郎
中
令
。
す
同
祖
難
其
人
、
謂
侍
一
品
目
、
今
用
郎
中
令
。

不
可
令
減
蓑
曜
卿
也

c

既
市
目
、

吾
川
吋
其
人
な
〈
。

乃
以
志
川

之。

と
あ
る
。
府
従
事
中
郎
が
郷
品
二
品
の
も
の
の
就
く
べ
き
官
で
あ
っ
た
の
は
す
で
に
第
三
節
で
ふ
れ
た
遇
り
で
あ
る
が
、
王
恵
は
太
尉
府
従
事

中
郎
を
へ
て
い
る
か
ら
そ
の
郷
品
は
二
品
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
、
西
晋
の
元
康
の
こ
ろ
、
右
に
見
た
限
り
K
お
け
る
清
塗
は
、
当
時
す
で
に
族
門
制
が
出
現
し
て
い
た
と
す
れ
ば
第
一
流
の
甲
族
の

進
む
べ
き
官
途
を
意
味
し
、
い
ま
だ
族
門
制
が
出
現
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
郷
品
（
て
〉
二
品
の
も
の
の
進
む
べ
き
官
途
の
な
か
で

も
と
く
に
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う

な
お
、
前
引
の
文
選
為
国
墨
画
作
贈
陪
機
の
比
に
、



向
日
、
或
有
人
云
、
白
太
子
洗
馬
、
出
為
郎
中
令
、
是
失
清
宮
之
塗

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
清
塗
が
清
宮
之
塗
と
さ
れ
て
い
る
。
単
な
る
言
葉
と
し
て
は
、
清
塗
が
清
宮
之
塗
で
あ
る
ζ

と
に
間
違
い
は
な
か
ろ
う
。

と
と
ろ
で
、
晋
書
巻
六
十
八
賀
循
伝
に
、

（
前
略
）
著
作
郎
臨
機
上
疏
、
薦
循
日
、
：
至
子
刑
揚
二
州
、
一
戸
名
数
十
万
。
今
揚
州
無
郎
、
市
刑
州
江
南
乃
無
一
人
為
京
城
職
。
誠
非

製
朝
待
四
方
之
本
心
。
至
於
才
望
資
口
問
、
循
可
尚
書
郎
、

（
郭
〉
前
可
太
子
洗
馬
舎
人
。
此
乃
衆
望
所
積
。
非
但
企
及
消
塗
、
有
充
方
選

也。一式一式。

と
あ
る

ハ
陸
機
が
著
作
郎
で
あ
っ
た
の
は
彼
が
呉
王
郎
中
令
と
な
る
ま
え
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
）
ま
た
、
太
平
御
覧
巻
二
百
十
五
職

官
部
十
三
摺
叙
尚
喜
郎
に

晋
太
康
起
屑
花
目
、
故
司
空
王
基
、
夙
為
先
帝
授
任
。
基
子
沖
尚
章
一
日
郎
中
。
雄
清
塗
、
猶
未
免
楚
援
。
其
以
沖
為
治
書
侍
御
史
。

と
あ
る
。

こ
う
し
た
清
塗

i
清
途
は
さ
き
に
見
た
も
の
と
同
質
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
も
し
族
門
制
出
現
以
後
だ
と
す
れ
ば
甲
族
の
進
む
べ

き
｛
目
途
、
放
門
制
出
現
以
前
だ
と
す
れ
ば
郷
品
（
一
、
）
一
一
品
の
も
の
の
進
む
べ
き
官
途
と
い
っ
た
意
味
の
も
の
か
、
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
明
確
に
族
問
制
が
存
在
し
て
い
た
と
き
に
お
け
る
清
塗
の
語
で
あ
る
が
、
南
芥
書
巻
二
十
一
ニ
に
、

史
臣
目
、
：
・
格
淵
当
泰
始
運
、
清
塗
己
顕
。
数
年
之
問
、
不
患
無
位
。
云
云
。

と
あ
る
。
泰
始
は
宋
の
明
帝
の
年
号
で
あ
る
が
、
つ
と
に
申
族
と
し
て
非
作
佐
郎
（
な
ど
）
に
起
家
し
た
楕
淵
は
当
時
侍
中
、
吏
部
尚
吉
な
ど

に
就
い
て
い
る
。

乙
の
際
の
清
塗
は
査
し
甲
族
と
し
て
の
官
途
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
と
で
、
資
治
通
鑑
巻
一
一
白
二
十
八
米
大
切
一
一
年
の
条
を
見
る
と
、

斐
子
野
論
目
、
古
者
徳
義
可
尊
、
無
択
負
販
。
有
非
其
人
、
何
取
世
族
。
名
公
子
孫
、
還
芥
布
衣
之
伍
。
士
庶
錐
分
、
本
無
事
素
之
問
。

白
皿
回
以
来
、
其
流
梢
改
、
帥
沢
之
士
、
猶
顕
清
塗
。
降
及
季
年
、
専
限
閥
閲
。
自
是
、
一
一
一
公
之
子
、
倣
九
耕
之
家
、
黄
散
之
孫
、
蔑
令
長

南
朝
の
清
宮
と
濁
官
（
越
智
〉

四



南
朝
の
清
宮
と
濁
官
ハ
越
智
）

四
四

之
室
、
転
相
間
持
、
互
争
録
両
。
唯
論
門
戸
、
不
問
賢
能
。
以
謝
申
一
軍
運
王
僧
達
之
才
事
軽
燥
、
使
宜
（
生
束
、
京
、
猶
将
覆
折
。
主
以
佑
其
庇

躍
。
羽
禍
立
哉
。

ζ

れ
ら
は
雨
朝
に
視
点
を
お
い
た
、
家
格
を
重
視
し
た
用
法
で
あ
る
に
相
違
な
い
。

の
恭
は
本
来
の
甲
族
を
指
し
、
素
は
そ
れ
よ
り
も
ド
の
次
円
を
指
す
と
す
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

井
」
み
の
ヲ
G

。
こ
こ
に
来
、
素
の
語
が
見
え
る
。

つ
ま
り
、
そ

「
古
者
徳
義

a

市
寸
限
問
問
」
と
あ
る
も

の
は
、
十
日
は
人
物
本
位
で

R
僚
を
任
命
し
、
そ
う
し
た
官
僚
と
な
っ
た
も
の
が
即
ち
士
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
士
服
の
区
叫
（
’
U
僚
た
る
も

の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
区
別
）
は
あ
っ
た
が
、

ハ
現
在
い
う
よ
う
な
）
世
襲
身
分
に
よ
る
官
僚
た
る
華
ハ
本
来
の
甲
放
）
と
素
（
次
門
）

と
の
区
別
と
い
っ
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
晋
以
後
そ
う
し
た
乙
と
は
次
第
に
変
っ
て
き
た
が
、

い
ま
だ
草
沢
の
士
が
清
塗
を
歩
む
乙
と
も
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
の
不
年
に
な
る
と
専
ら
山
本
の
同
闘
を
問
題
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
い
う
論
旨
で
あ
る
。

乙
の
沼
途
は
（
や
や
漠
然
と
〉
甲

抗
の
進
む
べ
き
官
途
を
指
し
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

（
「
才
荊
」
の
事
は
乙
こ
で
は
論
外
と
す
る
J

さ
て
、
宋
書
巻
六
十
萄
伯
子
伝
に
、
宋
よ
り
ま
え
の
乙
と
と
し
て
、

布
伯
子
、
頴
川
頴
陰
人
世
。
祖
茨
際
防
将
軍
。
父
狗
秘
書
郎
。
伯
子
少
好
山
ナ

博
覧
経
伝
。
市
逓
率
好
雑
戯
、
逝
M

珠
山
旦
。
故
以
此
失

消
塗
。
解
禍
為
鮒
馬
初
間
帯
制
請
員
外
散
駒
侍
郎
。

と
あ
る
。
以
後
荷
伯
子
は
持
作
佐
郎
、

w川
主
日
桐
嗣
郎
、
世
子
征
虜
功
樹
問
、

国
子
博
士
、
尚
之
百
左
丞
、

臨
川
内
史
、

政
河
u
，a
h
寺

i
1
1イ

（
本
口
口
大
中

正
、
〉
太
子
僕
、
御
史
中
丞
、
一
寸
徒
左
長
史
、
東
陽
太
守
と
な
っ
て
い
る
。
同
伝
に
、

伯
子
作
巾
自
抗
日
臨
終
之
美
。
謂
（
王
）
弘
目
、

天
ト
円
け
の
木
、
附
使
沼
与
下
官
耳
。
究
明
（
謝
晦
の
｛
子
）
之
徒
、
不
足
数
也

と
あ
る
が
、
初
伯
子
は
本
来
の
甲
放
で
あ
っ
た
。

「
故
以
此
失
消
検
一
一
」
と
あ
る
の
は
設
し
そ
の
今
一
行
途
を
通
観
し
て
の
ζ

と
で
あ
ろ
う
。
と
と

ろ
で
、
彼
が
甲
族
の
就
く
べ
き
官
、
例
え
ば
数
騎
常
侍
、
御
史
中
米
一
に
就
い
て
い
る
乙
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
清
塗
は
甲
族
の
進
む
べ
き
官
途

と
は
解
し
が
た
い
面
が
で
き
る
。

乙
の
際
、
第
六
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
散
附
常
侍
が
第
一
流
の
甲
族
の
就
く
べ
き
官
で
な
く
な
っ
て
き
て
い
た



乙
と
、
あ
と
で
ふ
れ
る
よ
う
に
御
史
中
沢
就
官
が
甲
族
か
ち
嫌
わ
れ
て
い
た
乙
と
な
ど
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
そ
の
清
塗
は
第
一
流
の
甲
族
の

進
む
べ
き
官
途
と
併
し
た
方
が
穏
当
の
よ
う
で
あ
る
。
ハ
も
っ
と
も
、
尚
書
桐
部
郎
は
通
常
次
門
の
就
〈
べ
き
官
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
「
失

そ
れ
は
い
ま
ま
で
の
考
察
結
果
を
別
に
存
定
す
る
も
の
で
は
な
い
J

消
塗
」
を
mv
族
と
し
て
の
順
調
な
宮
速
を
欠
い
で
い
た
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
ぬ
で
も
な
い
。

な
お
、
御
史
中
品
川
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
南
弁
書
巻
三
十
三
王
僧
虞
伝
に
、

し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、

王
氏
以
分
枝
川
白
川
衣
者
、

的
皮
為
此

官
、
乃
日
、
此
引
い
記
烏
衣
諸
郎
坐
処
。
政
亦
司
試
為
耳
。

ハ
王
僧
皮
）
入
為
侍
中
。
選
御
史
中
示
、
領
騨
騎
将
軍
。
叩
族
向
来
多
不
用
意
ム
口

ん
U
L
r
1
bえ
μ
出

，4t」「

Ftタ引
v・
市
川
い

と
あ
っ
て
、
本
来
の
甲
族
が
御
史
中
丞
就
官
を
嫌
っ
て
い
た
ζ

と
が
わ
か
る
。

御
史
中
永
一
就
官
者
の
顔
ぶ
れ
を
見
た
際
、

｛
刷
出
V

下
？
〉
の
出
身
で
本
来
中
族
の
独
占
す
べ
き
官
に
昇
っ
た
も
の
が
往
々
伽
史
中
友
に
就
い
て
い
た
の
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
そ
う
し
た
こ
と
と

次
門
（
や
そ
れ
以

相
応
じ
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
と
官
制
ト
し
御
火
中
泌
が
消
防
m
に
列
し
て
い
た
こ
と
と
は
自
ら
別
事
に
属
す
る
。

（

1
）
 

誌

、
史
学
雑
誌
第
七
J

船
刷
、
「
貌
皿
日
南
朝
の
最
下
級
官
僚
層
に
つ
い
て
」
｛
十
四
一
編
第
七
号
）

参
照
。

な
お
、
か
つ
て
発
表
し
た
私
見
と
本
航
で
述
べ
る
私
見
と
に
巡
い
の

あ
る
点
は
、
本
一
摘
の
万
を
と
る
べ
き
も
の
と
す
る
。

拙
一
刷
、
↑
梁
の
天
監
の
改
革
と
次
門
一
制
」
（
限
鳩
一
品
号
）
参
照
。

な
お
、
本
一
柿
で
用
い
る
文
官
の

LH班
制
、
武
ん
い
の
官
班
制
と
い
う
表

現
は
か
な
り
大
ま
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
と
く
に
断
っ
て
お
く
。

乙
う
し
た
官
班
制
に
つ
い
て
は
別
梢
で
論
ず
る
。

市
族
、
次
門
の
起
家
の
宮
に
つ
い
て
は
、
拙
橋
、

（

2
）
 

（

3
）
 

「
南
朝
に
お
け
る

南
朝
の
荷
山
日
と
凶
官
（
越
智
）

『
史
淵
第
九
戸

叩
族
層
起
家
の
官
を
め
ぐ
っ
て
」
一
一
・
「
築
士
と
寒
門
」

戸
十
七
輔
、

一
近
く
ヲ
－
参
照
。

F

発
表
淀
、

（4
）・（
5
）
前
川
拘
、
「
寒
士
と
寒
門
」
参
照
。

（6
）
前
掲
、
「
梁
の
天
監
の
改
革
と
次
門
層
」
参
照
。

（7
）
前
相
、
「
築
士
と
寒
門
」
参
照
。

（8
）
前
向
、
「
競
m
H
南
朝
の
最
下
級
符
依
胞
に
つ
い
て
し
参
照
。

『
巾
ド
事
史
学
J

（9
）
仙
山
一
柄
、
「
州
将
鷲
術
の
挙
兵
を
め
ぐ
っ
て
」
一
一

f

第
九
口
守
』

ハ
叩
）
乙
う
レ
た
際
の
家
問
、
家
の
大
き
き
に
つ
い
て
は
近
く
専
論
を
以
て

論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

四
五



南
朝
の
消
官
と
溜
官
（
越
智
〉

（
U
）
・
ハ
ロ
）
前
掲
、
「
梁
の
天
監
の
改
革
と
次
門
層
」
参
照
。

（
臼
）
拙
稿
、
「
貌
皿
日
時
代
の
州
大
中
正
の
制
」
（
一
等
話
品
川
一
瞬
）
参
照
。

（日）

ζ

の
理
解
は
永
嘉
元
年
の
記
述
に
見
え
る
七
第
の
語
が
後
門
を
指
す

を
前
提
と
す
る
｛
「
貌
晋
南
朝
の
最
下
級
｝
。

｛
白
僚
層
に
つ
い
て
」
』

（
日
）
前
掲
、
「
梁
の
天
監
の
改
革
と
次
円
庖
」
参
照
。

な
お
、
郷
品
数
に
四
を
加
え
た
も
の
が
起
家
の
官
品
と
な
る
ζ

と
陀

つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
氏
、
「
九
口
問
官
人
法
の
研
究
」
参
照
。

（
Mm
）
・
（
げ
）
前
掲
、
「
即
時
士
と
寒
門
」
参
照
。

な
お
、
尚
沓
郎
に
つ
い
て
稿
を
新
た
に
し
て
論
ず
る
。

（
鴎
〉
前
掲
、
「
九
品
官
人
法
の
研
究
」
参
照
。

ハ
四
）
前
掲
、
「
南
朝
K
お
け
る
甲
族
層
起
家
の
官
を
め
ぐ
っ
て
」
参
照
。

（
却
〉
・
（
包
）
前
掲
、
「
寒
士
と
寒
門
」
参
照
。

（
辺
〉
殿
恒
が
消
顕
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
蓋
し
散
騎
常
侍
に
就
い

て
よ
り
あ
と
の
と
と
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。

前
掲
、
「
貌
普
時
代
の
州
大
中
正
の
制
」
参
照
。

前
倒
向
、
「
然
、
士
と
寒
門
」
参
照
。

拙
稿
、
「
世
説
新
語
一
塁
閥
解
」
（
跡
発
）

「
晋
南
朝
の
御
史
制
度
」

〈

お

）

（剖）
（お）

（
お
）
・
（
幻
）

拙
稿
、

（
紙
発
）

四
六

補
（
1
）
た
だ
し
、
陳
書
徐
陵
伝
の
清
階
は
第
一
流
の
申
族
の
就
く
べ
き

官
の
等
級
、
あ
る
い
は
官
序
と
い
っ
た
意
味
と
な
ろ
う
。
天
子
の
発
意
に
よ

る
・
「
選
擬
」
を
へ
な
い
高
官
任
命
に
つ
い
て
は
稿
を
新
た
に
し
て
論
ず

ザ
匂
。



Qing-guanO~rs) and Zhuo-guan('(g_'IJ'§) of Nan-chao(f~ffl) 

Shigeaki OCHI 

This essay is part of my fundamental study of the history of 

Nan--chao and its subject matter is the examination of those terms 

Qing(lfi-) and Zhuo (~) which stand for the government service or 

the government position in the era. 

Among the posts of the government in those days, those of 

Qing were occupied by Jia-zu(ffljfj_), the highest class of the strata, 

and those of Zlmo by Ci-men(i')(f 11j), the next class. (In the eras of 

Song C5K) and Qi G-"r), Hou-men ({{.;:/ 11J), the third class, was also 

qualified to be bureaucrats. At that time, Hou-men was to oo 
included among the classes to which the occupants of Zhuo usually 
belonged.) In the period of Nan-chao, they used the terms 



Qing-liu W:rifii), Qing-guan GltJ!), Qing-ji OJI-*&), Qing-jie O~m), 
Qing-hua (np_f), Qing-xian O;!j-iJi), and Qing-tu O~·~). and a 

commonly recognised fact is that the members directly concerned 

were only from Jia-zu. 
This distinction between Qing and Zhuo convinces us that 

there was a sharp boundacy between Jia-zu (which corresponds to 

Aristocracy) and Ci-men. 




